
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　平成28 年3月作成

壱岐市障害者地域自立支援協議会

障がい者・児の暮らしを支えるサポートブック
～壱岐市～



　 　この障がい者・児の暮らしを支えるサポートブックは、平成28年3月現在で編集しています。なお法律等

  の改正により、掲載されている内容に変更が生じる場合があります。

　　

〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1111
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1116
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1117
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1136
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1118

〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1111

壱岐市　建設課 〒811-5521 壱岐市勝本町西戸触182番地5 （0920）42-1111
壱岐市　健康保健課 〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 （0920）45-1111
壱岐市　教育委員会 〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 （0920）45-1111
壱岐市地域包括支援センター 〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 （0920）45-1197

〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触2510番地 （0920）47-0116
壱岐こどもセンター 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触93番地 （0920）48-0848

壱岐警察署 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触551番地1 （0920）47-0110
対馬公共職業安定所壱岐出張所 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地4 （0920）47-0054
壱岐税務署 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地4 （0920）47-0315
壱岐振興局　税務課 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570番地 （0920）47-1111
壱岐保健所 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5 （0920）47-0260
長崎県　障害福祉課 〒850-8570 長崎市江戸町2-13 (095) 895-2455
長崎県　壱岐病院 〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触1626番地 （0920）47-1131

〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触589番地 （0920）47-0159
〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触88番地 （0920）48-0811

長崎こども・女性・障害者支援センター 〒852-8114 長崎市橋口町10-22 (095) 844-5132
〒857-0034 佐世保市万徳町10-3 (0956) 24-5080

視覚障害者情報センター 〒852-8114 長崎市橋口町10-22 (095) 846-9021
聴覚障害者情報センター 〒852-8114 長崎市橋口町10-22 (095) 847-2681

〒811-5142 壱岐市郷ノ浦町坪触3099番地 （0920）47-5005
〒811-5142 壱岐市郷ノ浦町坪触3099番地 （0920）47-0132
〒811-5532 壱岐市勝本町大久保触1736番地2 （0920）48-3222
〒811-5463 壱岐市芦辺町箱崎中山触2548番地 （0920）45-2378
〒811-5215 壱岐市石田町石田西触1486番地1 （0920）44-6150
〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦281番地6 （0920）47-0003
〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1724番地 （0570）064-380
〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触575番地2 （0920）47-1255
〒811-5553 壱岐市勝本町立石東触94番地1 （0920）43-0880

※　この障がい者・児の暮らしを支えるサポートブック全般に関することについては、壱岐市障害者地域自立支援協議会
　事務局（壱岐障害者地域活動支援センターひまわり）もしくは、市民福祉課までお問い合わせください。

電　話　番　号

虹の原特別支援学校壱岐分校小中学部

ご利用の前に

詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

市関係 所　　在　　地 電　話　番　号
壱岐市福祉事務所

市民福祉課

石田事業所
九州郵船　壱岐支店

ORC　壱岐空港

壱岐交通

玄海交通（タクシー）

虹の原特別支援学校壱岐分校高等部

佐世保こども・女性・障害者支援センター

その他 所　　在　　地 電　話　番　号
壱岐市社会福祉協議会 本部

郷ノ浦事業所

勝本事業所
芦辺事業所

こども家庭課

保護課

壱岐市　税務課
壱岐市　総務課
(壱岐市選挙管理委員会)

壱岐障害者地域活動支援センターひまわり

国・県関係 所　　在　　地
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　　視覚障がいのある方の安全やバリアフリーに考
慮された建物、設備、機器などにつけられていま
す。
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盲人のための国際シンボルマーク

障がい者に関するマーク

障がい者のための国際シンボルマーク

　 障がいのある方が容易に利用できる建物・施設
であることを明確に示す国際シンボルマークです。



 

1

1 身体障害者手帳　　
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳



☆手続きはすべて市民福祉課、もしくは各支所市民生活班で受け付けます。（☎48-1116）
●手続きは代理の方で行うことができます。

　○身体障害者手帳交付申請書

　○身体障害者診断書・意見書等

　　身体障害者手帳を申請 するとき 　○写真（備考欄をご覧ください。）

  ○印鑑

　○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

　○身体障害者手帳交付申請書

　　新たに別の障がいが加わった、 　○身体障害者診断書・意見書等

　　または現在の障がいの程度が 　○写真（備考欄をご覧ください。）

　　重くなったとき 　○身体障害者手帳

　○印鑑

　○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

　○身体障害者手帳交付申請書

　○身体障害者診断書・意見書等

　○写真（備考欄をご覧ください。）

　○身体障害者手帳 　　　申請時から１年以内に撮った未使

　○印鑑 　　　用のもの）

　　手帳を破損または紛失したとき 　○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　　　　　　　（再交付） 　　又は個人番号カード

　　代理の場合は以下のものが必要です。

　○代理の方の印鑑

　○代理の方の身分を証明するもの

　○身体障害者手帳県外転入届

　　（または身体障害者手帳変更届）

　　市外から壱岐市に住所がかわった 　○身体障害者手帳

　　とき 　○印鑑

　○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード 　　

　○身体障害者手帳変更届

　　市内で住所または氏名が変わった 　○身体障害者手帳

　　とき 　○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

　○身体障害者手帳返還届
　　障害等級に該当なくなったときや亡く 　○身体障害者手帳
　　なられたとき 　○印鑑

　○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード 　○福祉医療費受給者証等の資格証に

　　又は個人番号カード

　　壱岐市外に転出したとき 　○詳しくは転出先の市町村でお尋ねください。
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申請内容 備　　　　考申請に必要なもの

　 身体障害者手帳は、目・耳・口・手足・体幹又は内部（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直 腸・小腸・ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能・肝臓）などに一定程度の永続する障がいのある方に対して身体障害者福祉法の規定
に基づき、その障がいの程度に応じて1～ ６級までの等級により交付されるものです。

身体障害者手帳の交付等について

　○申請書、診断書・意見書等の様式

　　　は市民福祉課にあります。

　○診断書、意見書は指定医師による

　　　記入が必要です。指定医師につい

　　　ては市民福祉課にお尋ねください。

　○たて４㎝、よこ３㎝の本人の顔写真

　　　が１枚必要です。（原則として申請

　　　時から１年以内に撮った未使用の

　　　もの）

　○たて４㎝、よこ３㎝の本人の顔写真

　　　りますので市民福祉課にお尋ねく

　　　保険証などが必要になることがあ

　○手帳の内容や等級によっては健康

　　　ださい。

　○住民票は不要ですが、転入手続き

　　　を済ませてから手続きしてください。

　○住民票は不用ですが、転居等の手

　　　続きをすませてから手続きをしてく

　　　ださい。

　○住民票や死亡診断書は不要です。

　○亡くなられた場合、手当を受給され

　　　ていた方は別の手続きが必要です

　　　のでお尋ねください。

　　　ついては壱岐市市民福祉課に返還

　　　してください。

　○福祉医療費受給者証等の資格証

　　　については壱岐市市民福祉課に

　　　返還してください。

　○施設入所による転出の場合、届出

　　　が不要の場合があります。



☆手続きはすべて市民福祉課、もしくは各支所市民生活班で受け付けます。（☎48-1116）
●手続きは代理の方で行うことができます。

　○療育手帳交付申請書 　　

　　療育手帳を申請するとき 　○療育手帳交付・再判定申請時調査票

　○写真（備考欄をご覧ください。）

　○印鑑

　○療育手帳再判定申請書

　　障がいの程度が変化したとき、 　○療育手帳交付・再判定申請時調査票

　　または次の判定時期が来たとき 　○療育手帳

　○印鑑

　○療育手帳再判定申請書

　○写真（備考欄をご覧ください。）

　　手帳を破損または紛失したとき 　○印鑑

　　　　　　　　　（再交付） 　○療育手帳（汚損の場合のみ）

　　　代理の場合は以下のものが必要です。

　　　○代理の方の印鑑

　　　○代理の方の身分を証明するもの

　○療育手帳交付申請書

　○療育手帳交付・再判定申請時調査票

　　県外から壱岐市内に住所が変わった 　○写真(備考欄をご覧ください。）

　　とき 　○印鑑

　○療育手帳

　○申立書

　○療育手帳記載事項変更届

　○療育手帳

　　県内から壱岐市内に住所が変わった 　○印鑑

　　とき

　○療育手帳記載事項変更届

　　市内で住所または氏名が変わったとき　○療育手帳

　○印鑑

　○療育手帳返還届

　○療育手帳

　　障がい程度に該当しなくなったときや、　○印鑑

　　亡くなられたとき

　　ていた方は別の手続きが必要です

　　でお尋ねください。

　○福祉医療費受給者証等の資格証に

　○療育手帳返還届 　　　ついては壱岐市市民福祉課に返還

　　県外に転出するとき 　○療育手帳 　　　してください。

　○印鑑

　　県内の市外に転出するとき 　○詳しくは転出先の市町村でお尋ねください。 　　　ついては壱岐市市民福祉課に返還
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療育手帳の交付等について

申請内容

   療育手帳は、知的障がい児（者）に対して一貫した指導、相談、各種のサービスを受けやすくするために、長崎
県佐世保こども・女性・障害者支援センターの判定に基づき県知事が交付します。障がいの程度によりＡ1、Ａ2、
B1、B2の４段階に分けられています。知的障がいの程度判定は、発達障がいや、介護及び身体障がいの程度
等を総合的に判断して、長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターが行います。

申請に必要なもの 備　　　　考

　　　りますので市民福祉課にお尋ねく

　○申請書は市民福祉課にあります。

　　　ださい。

　○住民票は不要ですが、転入手続き

　　　を済ませてから手続きしてください。

　○住民票は不要ですが、転居等の手

　　 続きを済ませてから手続きをしてく

　　ださい。

　○福祉医療費受給者証等の資格証に

　　　ついては壱岐市市民福祉課に返還

　　　してください。

　○亡くなられた場合、手当を受給され

　○転出先の市町村で改めて手続きが

　　　必要です。

　○福祉医療費受給者証等の資格証に

　○たて４㎝、よこ３㎝の本人の顔写真

　　　が１枚必要です。（原則として申請

　　　時から１年以内に撮った未使用の

　　　もの）

　○たて４㎝、よこ３㎝の本人の顔写真

　　　が１枚必要です。（原則として申請

　　　時から１年以内に撮った未使用の

　　　もの）

　○たて４㎝、よこ３㎝の本人の顔写真

　　　が１枚必要です。（原則として申請

　　　時から１年以内に撮った未使用の

　　　もの）

　○住民票は不要ですが、転入手続き

　　　を済ませてから手続きしてください。

　○手帳の内容や等級によっては健康

　　　保険証などが必要になることがあ

　　　してください。



☆手続きはすべて市民福祉課、もしくは各支所市民生活班で受け付けます。（☎48-1116）
●手続きは代理の方で行うことができます。
   手続きに必要な申請書等の書類は、市民福祉課にあります。

 ○障害者手帳申請書

 ○診断書（精神障害者保健福祉手帳用）

　　または障害年金証書・

　　年金振込通知書（ハガキ）、同意書

  手帳を申請するとき  ○写真（備考欄をご覧ください。）

 ○印鑑

 ○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

　　

 ○障害者手帳申請書

 ○診断書（精神障害者保健福祉手帳用）

　　または障害年金証書・年金振込通知書（ハガキ）、

  手帳の有効期限を更新するとき 　　同意書

 ○障害者手帳

 ○印鑑

 ○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

 ○障害者手帳記載事項変更届・再発行申議書

 ○写真（備考欄をご覧ください。）

  住所や氏名が変わったとき  ○印鑑

 ○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

 ○障害者手帳記載事項変更届・再発行申議書

 ○写真（備考欄をご覧ください。）

  手帳を破損または紛失したとき  ○印鑑

              （再発行）  ○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

 ○障害者手帳返還届

 ○障害者手帳

  障害等級に該当しなくなった　  ○印鑑

  ときや亡くなられたとき  ○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード

　　又は個人番号カード

4

精神障害者保健福祉手帳の交付等について

申請内容

   精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのために長期にわたり日常生活又は社会生活に制限を受ける方
に対し、県知事が交付します。
   手帳を持つことにより、各種の支援が受けやすくなることを目的としており、障害の程度により１～３級に分けら
れています。

申請に必要なもの 備　　　　考
 　○自立支援医療（精神通院）を同時に

　　申請することができます。詳しくはお

　　詳しくはお尋ねください。

   ○たて４㎝、よこ３㎝の本人の顔写真

　　が１枚必要です。（原則として申請時

　　から１年以内に撮った未使用のもの）

  ○手帳の有効期限は2年です。更新は

　　再認定が必要です。有効期限の３ケ

　　月前から手続きができます。

   ○たて４㎝、よこ３㎝の本人の顔写真

　　が１枚必要です。（原則として申請時

　　から１年以内に撮った未使用のもの）



２  障害者総合支援法について
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　　　（１）障害者総合支援法・児童福祉法

●

 　　  
　　　 
　 　　
   　　

　　【自立支援システムの全体像】

（※）・・・・・市内にサービス提供事業所がない事業になります。

注・・・・・継続してサービスを利用したい場合は、更新手続きが必要となります。
①利用者負担月額について（年１回）
②福祉サービスについて（隔年）

6

精神通院医療

補装具

短期入所（ショートステイ）

療養介護（※）

生活介護（※）

施設入所支援（※）

訓練等給付費
自立訓練（機能訓練（※）・生活訓練
宿泊型自立訓練）

障害者総合支援法によるサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業からなりたっています。自立
支援給付は全国一律のサービスで、介護給付や訓練等給付からなる障がい福祉サービスと自立支援医
療、補装具があります。

地域生活支援事業は、地域の実情に応じて行うサービスで、市町村による相談支援、日常生活用具、
移動支援、地域活動支援センターなどの事業や、都道府県が行う広域的な事業があります。また、児童
福祉法による障がい児を対象としたサービスは、障害児通所支援があり、その中に児童発達支援や放
課後等ディサービス等があります。

自
立
支
援
給
付

介護給付費 居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

行動援護（※）

重度障害者等包括支援

育成医療

就労移行支援（※）

就労継続支援（Ａ・Ｂ型）

共同生活援助（グループホーム）

自立支援医療 更生医療



　①相談支援
　②日常生活用具給付
　③移動支援
　④地域活動支援センター
　⑤意思疎通支援
　⑥その他事業
　・日中一時・訪問入浴サービス
　・自動車改造・手話通訳養成等

　　【児童福祉法】

佐世保・こども・女性障害者支援センター

（※）・・・・・市内にサービス提供事業所がない事業になります。
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地
域
生
活
支
援
事
業

（壱岐市）

障
が
い
児
等
支
援

通所支援 児童発達支援

医療型児童発達支援（※）

放課後等ディサービス

保育所等訪問支援（※）

（長崎県）

福祉型障害児入所施設

入所支援
医療型障害児入所施設



　　（２）自立支援給付

　　①障がい福祉サービス

　　●介護給付
　 　　介護保険の対象者については、利用したいサービスと同様のものが介護保険にあれば、介護保険サービスが
　　優先となります。
     　障害支援区分欄の記号 ○：利用可 △：条件つき利用可 ×：利用不可
　  ※条件つき利用可につきましては、市民福祉課にお尋ねください。（☎48-1116）

1.　次のいずれにも該当する者
　　　　①二肢以上に麻痺等があること。
　　　　②支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも支援が不要以外と認定されている
　　　　　 こと。
2.　次に該当する者
支援区分認定調査項目のうち、行動関連項目の合計点が10点以上であること。
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同
行
援
護

区
分

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

△ △ △ △ △ △

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

○同行援護アセスメント調査によって対象となる方
○身体介護を伴う場合については、障害支援区分2以上など諸要件を満たす方

対象となる障害支援区分
区分6

△

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、
外出する際に必要な援護等のサービスを提供します。

居
宅
介
護

（
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

）

区
分

対象となる障害支援区分
非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

× ○ ○ ○ ○ ○

重
度
訪
問
介
護

区
分

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

× × ×

区分6

○

対象となる障害支援区分
区分6

△

居宅における入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
ただし、身体介護を伴う通院等介助を利用する場合は、区分２以上など諸要件を満たさないと利用できません。

×

条
件

△ △

サ
ー

ビ
ス
内
容

重度の肢体不自由者又は重度知的障がいもしくは精神障がいにより著しい行動障害を伴う障がい者で、常に介護を
必要とする方に対して、ホームヘルプや外出時の移動中の介護を総合的に行うサービスを提供します。

サ
ー

ビ
ス
内
容



　   　障害支援区分欄の記号 　　　　○：利用可 △：条件つき利用可 ×：利用不可
　　※条件つき利用可につきましては、市民福祉課にお尋ねください。（☎48-1116）
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サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

生
活
介
護

区
分

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

× × △ ○ ○ ○

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

療
養
介
護

対象となる障害支援区分
区分6

○

常時介護を必要とする方が対象となります。
主に昼間、障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作活動又は生産活動の機会などの
サービスを提供します。

○50歳以上は障害支援区分2以上の方（施設入所の場合は障害支援区分3以上）
○障害支援区分3以上の方(施設入所の場合は障害支援区分4以上）

対象となる障害支援区分
区分6

△

　長期入院による医療を必要とする障がい者で、かつ常時介護を必要とする方が対象となります。
主に昼間、病院その他の施設などで行われる機能訓練、医学的管理の下での療養上の管理、看護などの医療的ケ
アや日常生活上のサービスを提供します。

○筋ジストロフィー患者または、重症心身障害者であって障害支援区分5以上の方
○筋委縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸により呼吸管理されている障がい支援区分6の方

区
分

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

× × × × × △

対象となる障害支援区分
区分6

△

知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方が対象となります。
行動の際における危険を回避するための援護や、外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。

支援区分認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上あること。

区分5

× × × △ △ △

行
動
援
護

区
分

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件



　　●介護給付

　　　が優先となります。
　   　　障害支援区分欄の記号 　　　　○：利用可 　　　　　△：条件つき利用可　 ×：利用不可
　　　※条件つき利用可につきましては、市民福祉課にお尋ねください。（☎48-1116）
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　  　介護給付の対象者については、利用したいサービスと同様のものが介護保険にあれば、介護保険サービス

施
設
入
所
支
援

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

× △ △ △

条
件

対象となる障害支援区分
区分6

○

介護者が病気の場合などの理由により、障害者支援施設等へ短期間の入所が必要な方を対象に、入浴、排せつ、
食事の介護などのサービスを提供します。

対象となる障害支援区分
区分6

○

○ ○

× × × ×

常時介護を必要とする方で、意思疎通を図ることが著しく困難な者のうち、四肢麻痺や寝たきり、知的・精神障がい
に伴う著しい行動障害など必要な支援が著しく高い方を対象とし、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に
提供します。
対象者の方の状態像によって、Ⅰ～Ⅲ類型に分類されます。

対象となる障害支援区分
区分6

○

施設入所に対し、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。

区
分

サ
ー

ビ
ス
内
容

区
分

サ
ー

ビ
ス
内
容

○生活介護を受けている者で、障害支援区分4以上の方（50歳以上は障害支援区分3以上）
○地域におけるサービス提供体制などやむを得ない事情により、通所により自立訓練または就労移行支援を受ける
ことが困難な方

短
期
入
所

（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ

）

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

× ○ ○ ○ ○ ○

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

× ×

区
分

サ
ー

ビ
ス
内
容



　　●訓練等給付

　　　が優先となります。

11

　  　　介護保険の対象者については、利用したいサービスと同様のものが介護保険にあれば、介護保険サービス

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

【障害支援区分の認定を受けていない方も利用できます。】

○機能訓練
身体障がい者や難病等対象者に対して、定められた期間、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションな
ど必要な訓練等を提供します。
○生活訓練
知的障がい者や精神障がい者に対して、定められた期間、食事や排せつなど生活能力の向上のために必要な訓練
等を提供します。
○宿泊型自立訓練
知的障がい者や精神障がい者に対して、定められた期間、家事等の日常生活能力や社会生活能力を向上させるた
め、宿泊を伴った支援等により必要な訓練を提供します。

一般企業への就労を希望する65歳未満の方に、定められた期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必
要な訓練を提供します。

一般企業での就労が困難な方に働く場の提供や、知識及び能力の向上のために必要な訓練を提供します。

Ａ型・・・雇用契約に基づき、継続的に就労が可能な65歳未満の方
Ｂ型・・・就労経験がある方で一般企業の雇用に結びつかない方や、就労移行支援を利用した結果、Ｂ型利用が適当　　　

サ
ー

ビ
ス
種
類
・
内
容

区
分

自
立
訓
練

就
労
移
行
支
援

（
Ａ
型
・
Ｂ
型

）

就
労
継
続
支
援

（
グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム

）

共
同
生
活
援
助

対象障害支援区分

　　　　　と判断された方

地域での共同生活を営む方を対象に、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談その他の日常生活上の援助
を提供します。



　　●相談支援サービス

  　　　受けた人です。

障がい福祉サービスを利用する方で次のような方
○サービスの利用が初めてでよくわからないなど、サービス事業所を選ぶのが難しい方
○サービスの利用や日常生活について、継続して相談したい方

地域生活を続けるために、特に相談や支援の必要な、次のような方
○地域で一人暮らしをしていて、緊急時の支援が受けられない方
○家族と一緒に暮らしていても家族に障がいや病気があり支援を受けられない方
○病院や施設を出て地域での生活を始めた方や、実家から自立し一人暮らしを始めた方
　※　グループホーム・宿泊型自立訓練施設に入居している方は対象になりません。
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　    　困りごとの相談や、サービスを利用する際の利用計画作成の支援を受けることができます。
   　　長崎県および壱岐市の指定を受けた相談支援事業所の相談支援専門員が相談に応じます。
　   ※  相談支援専門員とは、相談支援事業所で働く相談員で、障がいのある方の支援や計画作成について研

計
画
相
談
支
援

（
障
が
い
児
・
者

）

相談支援専門員が困っていることや利用したいサービス、生活の希望や目標などについて話し合い、サービス
等利用計画を立てるお手伝いをします。

相談支援専門員に計画の作成を依頼することになります。サービスをどのように利用するかを記載したサービス
等利用案を市民福祉課へ提出します。

※ 現在、障がい福祉サービスを利用する全ての方に対し、利用計画案を作成することが必須となっていま
す。

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

手
続
き

地
域
定
着
支
援

相談支援専門員などが常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談等必要な支援をおこないます。

１年以内（必要に応じて延長もあります。）

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

利
用
期
間

地
域
移
行
支
援

障がい者施設入所または精神科病院に入院（概ね1年以上）している方で、地域生活への移行を希望される方

相談支援専門員などが、地域での生活や活動の希望などをお聞きしながら相談に応じます。具体的には、住む
場所等を一緒に探したり、施設や病院から一緒に外出するなどの支援をします。

６カ月以内（地域へ移行できると見込まれる場合は延長もあります。）

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

利
用
期
間



　　●障がい児等通所支援サービス（児童福祉法）
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医
療
型
児
童
発
達
支
援

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

肢体不自由又は体幹に障害がある児童で理学療法等の機能訓練、または医学的管理の下での支援が必要と
認定された児童

治療及び児童発達支援を行います。

児
童
発
達
支
援

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

療育の必要性が認められた未就学の児童

日常生活における基本的な動作や、知識・技能を教えたり、集団生活への適応訓練などを行います。

保
育
所
等
訪
問
支
援

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

幼稚園・保育所・小学校等に通う障がい児、または今後、幼稚園・保育所・小学校等に通う予定の障がい児

幼稚園・保育所・小学校等における集団生活への適応のため、専門的な支援を行います。

放
課
後
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

就学中の障がいのある児童、生徒

放課後または夏休みなど長期休業日に支援や療育が必要と認められた児童・生徒で生活能力向上のために必
要な訓練、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。



　　●障がい児通所入浴支援（壱岐市の独自事業）

14

児童福祉法上の放課後等デイサービス事業を利用している者のうち、身体障害者手帳１級または２級を所持し
ている者及び、療育手帳Ａ1またはＡ2を所持している者で、家庭において家族等の介護だけでは入浴が困難な
者。
　

※ただし、福祉施設に入所または医療機関に入院している者及び感染症の疾病を有し、他の者に感染させる
おそれのある者は除く。

壱
岐
市
障
害
児
通
所
入
浴
サ
ー

ビ
ス

対
象
者

サ
ー

ビ
ス
内
容

壱岐市社会福祉協議会郷ノ浦事業所内にて、入浴サービスを行います。



　　②障がい福祉サービスを利用したときにかかる費用

     ※利用者負担の認定を受けるには、市民福祉課に申請書の提出が必要です。

　　●利用者負担の軽減

利用者負担の負担上限月額認定（所得段階別）※1

高額障がい福祉サービス費（世帯での所得段階別負担上限）

医療型個別減免

　　※１世帯収入による利用者負担額

　　【利用するサービス別の利用者負担上限月額】

障がい者：

障がい児：

　○障がい福祉サービスの負担上限月額は、世帯の市町村民税状況により設定され、ひと月に利用したサービス量に
　かかわらず、それ以上の負担は生じません。

　○世帯の範囲は、利用者の年齢によって異なります。
　・18歳以上の場合（障がい者）・・・本人と配偶者のみ
　・18歳未満の場合（障がい児）・・・住民基本台帳での世帯全員
　・18・19歳の施設入所支援利用者・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯
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通所サービス

24,000円

9,300円 4,600円
37,200円

一般2

40,200円

０円 ０円低所得
市長村民税非課税
世帯

０円 ０円

　家賃の
一部助成

グループ
ホーム

0円

0円

37,200円

15,000円
所得額８０
万円未満

所得額８０
万円以上

療養介護サービス

9,300円
（所得割28万円

未満）

市町村民税課税世帯

で所得割16万円未満

市町村民税課税世帯

で所得割28万円未満

その他の世帯 37,200円 37,200円 37,200円

一般1

０円

定
率
負
担

定
率
負
担

　　食費の軽減

補足給付費

（食費・光熱
水費の負担

を軽減）

原則として、サービスにかかった費用の１割と施設での食費や光熱水費などの実費を負担することになりま
す。所得に応じて負担上限額が設定され、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

利用者 ホームヘルプ 施設入所 療養介護サービス

施設入所
（１８・１９歳）

障がい者 障がい児

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 ０円 ０円 ０円

区分 世帯の収入状況
ホームヘルプ・
通所サービス 施設入所

（２０歳以上）



障がい福祉サービスを受けるまでの流れ

　障がい福祉サービスを受けるためには、サービスの種類や利用量が定められた「受給者証」の交付手続きが必要です。

①相　　談

②申　　請

障害支援区分認定調査

　障害支援区分を判定するため、申請者及び保護者等と面接をし、認定調査（80項目）実施

③サービス等利用計画案の作成

④決定・交付

⑤事業者と契約
　　利用するサービス事業者と契約を結びます。

⑥サービスの利用開始

⑦モニタリング
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　地域相談支援や訓練等給付、児
童支援など障害支援障害区分認定
が不要なサービスの場合
※訓練等給付を利用する場合でも
認定調査は必要です。

指定特定相談支援事業者と契約を結び、サービス等利用計画案の作成を依頼します。相談支援専門員がアセスメントの
状況を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせや支援の方針等を取り決めた（サービス等利用）計画案を市に提出しま
す。

受けたいサービスや生活での困りごとがある場合は、相談支援事業所や指定特定相談支援事業所に相談し
てください。障がい福祉サービスの利用が必要とされる場合は、市に申請をします。

市に申請を行い内容を確認し、必要に応じて区分認定調査員が本人の心身の状況や生活環境などについ
て聞き取り調査をする障害支援区分認定調査を行ないます。

サービス等利用計画案や申請内容等を参考に、サービスの種類や利用量、モニタリング期間等が決定され、受給者証が
交付されます。

　　契約に基づき、サービスの利用を開始します。事業所では、専門員が作成したサービス等利用計画に基づきサービスが
提供されます。

　　相談支援専門員が、定期的に環境の変化やサービスの提供状況などを検証するためのモニタリングを行い、必要に応じ
て、申請の変更を行ないます。

医師意見書

二次判定（障害支援区分認定審査会）

結果通知（審査会→市民福祉課）



　　③自立支援医療

　　「更生医療」
　　　　　１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が対象です。
　　　　　身体の障がいを軽減して日常生活を容易にするための医療です。

　　「育成医療」
　　　　　１８歳未満の児童で、特定の疾患を持つ方が対象です。
　　　　　身体の障がいを軽減して、生活能力を得るための医療です。

　　「精神通院医療」
　　　　　精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要な方が対象です。
　　　　　精神障がい及びその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。

　　●利用者負担の仕組み
　　　　 医療費の定率１割が利用者の負担となります。
　　　　 ただし、所得に応じて、ある一定金額の「月額負担上限」が設定されています。

※１ 　　高額治療継続者（「重度かつ継続」）の範囲については、次の基準で定められています。
　　①疾病、症状等から対象となる方
「更生医療・育成医療」 ・・・ 腎臓機能、躁うつ機能、小脳機能または免疫機能・心臓機能障害

 　　　　心臓移植後の抗免疫療法に限る）の方

　「精神通院医療」 ・・・ 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害
　　　　　若しくは薬物関連障害（依存症等）の方または集中・継続的な医療
　　　　　を要するとして精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
　　　　　

　　②疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる場合です。過去1年間に、医療保険上の自己
 　　負担限度額を超えて既に3回以上高額療養費を受給した方が対象となります。

※2 　　平成27年3月31日までの経過的特例です(育成医療の経過的特例については、市民福祉課へお尋ねください。）
　　

　●入院時の食費（標準負担額）は自己負担となります。
　　　一定の所得がある場合でも、医療上の必要から継続的に相当額の医療費負担がある場合に、 食費等負担を軽減する　
　　仕組みがあります。

　　　 　※詳しくはご加入の医療保険機関にお尋ねください。
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20,000円(※2）

対象外
(3割負担）

育成医療の経過措置（※2）

5,000円 10,000円

高額治療継続者「重度かつ継続」に該当(※1）

3万3千円～
23万5千円以上

自己負担上限月額 0円 2,500円 5,000円

1割負担

5,000円 10,000円

自立支援医療とは、「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」にかかる自己負担額を軽減する公費負担
医療制度です。

所得区分

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税(所得割)世帯 市町村民税

(所得割）
23万5千円以上

生活保護
本人収入

80万円以下
本人収入
80万円超

3万3千円未満



④補装具

※

※ 補装具については、世帯員いずれかの市町村民税所得割の額が４６万円以上の世帯の方は、制度の対象外となります。
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生活保護(生活保護世帯） 0円
低所得(市町村民税非課税世帯） 0円

一般(市町村民税課税世帯） 37,200円

区　　　　分 月額負担上限額

事前の申請により、補装具の購入・修理が必要と認められるときは、購入または修理費用について、補装具費
の支給が受けられます。利用者負担額は原則として補装具の購入または修理にかかる費用の１割ですが、世帯
の収入により減額される場合があります。

月額負担上限額が、補装具費の支給を希望する障がい者ご本人の属する世帯の収入に応じて、設定されているた
め、月額負担上限額を超えることはありません。



　（３）地域生活支援事業

　　【事業の内容】

　●相談支援事業　　　（サービスの詳しい内容はＰ83をご覧ください。）
　　 一般的な相談支援や障がい福祉サービス利用援助等の必要な支援を行います。

　●地域活動支援センター（サービスの詳しい内容はＰ51をご覧ください。）
 　 創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など多様な活動の場を設けます。

　●意思疎通支援（サービスの詳しい内容はＰ76をご覧ください。）
 　 手話通訳者等を派遣する事業などを行います。

　●日常生活用具の給付事業（サービスの詳しい内容はＰ42～Ｐ50をご覧ください。）
　　 日常生活の利便を図るための用具を給付します。

　●移動支援事業（サービスの詳しい内容はＰ51をご覧ください。）
 　　外出時の円滑な移動を支援します。

　●日中一時支援事業（サービスの詳しい内容はＰ52をご覧ください。）
　　 家族が介護できない場合に、一時保護を目的として日中の見守り等の支援を行います。

　●訪問入浴サービス（サービスの詳しい内容はＰ52をご覧ください。）
 　  ご家庭において入浴が困難な方に対して、入浴サービスを行います。

　●自動車運転免許取得・改造費助成（サービスの詳しい内容はＰ65をご覧ください。）
 　  対象となる身体障がい者に対して、助成を行います。

　●入院時コミュニケーション支援事業（サービスの詳しい内容はＰ53をご覧ください。）
 　  意思疎通が困難で、介護者がいない重度の障がい者が医療機関に入院する場合にコミュニケーション支援員を派遣しま

す。

　●障害者（児）等交通費助成（サービスの詳しい内容はＰ64をご覧ください。）
　　市外障害者支援施設等へ入所している障がい者等への面会・帰省等にかかる交通費の助成を行います。

　●手話奉仕員養成研修事業（入門編・基礎編）P76
 　  聴覚障がい者等の社会参加と交流活動の促進を図るため、基礎的な手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。

　（４）障がい児施設支援（入所、通所）

※ 　詳しくは、壱岐市こども家庭課もしくは佐世保こども・女性・障害者支援センターにお尋ねください。
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障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な
形態により事業を計画的に実施する事業です。

障がい児の保護者は、通所施設の利用は市に、入所施設の利用は県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する
施設と契約を結びます。 なお、満１８歳に達した場合は、原則障がい者施策による対応となりますので、別途手続が必要で
す。

　　　障がい児通所支援（児童発達支援、放課後デイサービス、保育所等訪問支援）、障がい児入所支援を行っ
ています。



社団法人
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

TEL：03-3225-5600
FAX：03-3354-0046

TEL：03-5253-1111（代）
FAX：03-3503-1237
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障がい者に関するマーク

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すマークです。耳の不自
由な方が自己表現するために考えられました。

問
い
合
わ
せ
先

ほじょ犬マーク

身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークで
す。デパートやスーパーなどの民間施設でも補助犬
が同伴できるようになりました。

問
い
合
わ
せ
先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室



３  障害別サービス一覧表

　【サービス一覧表の使用方法について】

障害支援区分により利用できるサービスが異なりますので、詳しくは問い合わせ先までお尋ねください。

● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

・・・ 必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

※ 詳しい条件などは下段に書いてあるページをご覧ください。
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障害支援区分により利用できるサービスが異なります。障がい福祉課までお尋ねください。

● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。
・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

詳しい条件などは下段に書いてあるページをご覧ください。

医療費の助成

級

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

28 28 29 34 30 30 31 32 32 33 33 34 38 39 40 41 8 8 8 9 9 9 10 10 10
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手当 年金等 補
装
具
費

（
購
入
・
修
理

）
の
支
給

住宅 介護給付

特
別
障
害
者
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

障
害
基
礎
年
金

障
害
厚
生
年
金
・
障
害
共
済
年
金

特
別
障
害
給
付
金

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

福
祉
医
療

自
立
支
援
医
療

（
更
生
医
療

）

自
立
支
援
医
療

（
育
成
医
療

）

自
立
支
援
医
療

（
精
神
通
院
医
療

）

生
活
介
護

短
期
入
所

(

シ

ョ
ー

ト
ス
テ
イ

）

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

施
設
入
所
支
援

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

サービス

障
害
の
種
別

身
体
障
害
者
手
帳

視
覚

聴
覚
・
平
衡
機
能

音

声

言

語

そ

し

ゃ

く

肢
体
不
自
由

心
臓
・
腎
臓
呼

吸
機
能
等

指
定
難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病

住
宅
改
修
費
の
助
成

住
宅
改
造
費
の
助
成

市
営
住
宅
の
緩
和
措
置
等

居
宅
介
護

(

ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

）

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

療
養
介
護

難病等

問
合
わ
せ
先

療
育
手
帳

Ａ１

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２
精
神
手
帳

1

2

3

壱
岐
保
健
所

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
建
設
課

頁

市
民
福
祉
課

市
こ
ど
も
家
庭
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課



● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。
・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

級

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

11 11 11 11 11 11 42 51 51 52 52 53 53 76 76 83 19 19 14 54 55 86 83 57 57
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障

が

い

児

等

支

援

施

設

（
通

所

）

市
こ
ど
も
家
庭
課

ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
者
及
び
家
族
の
相
談

サービス

障
害
の
種
別

訓練等給付 地域生活支援事業 障

が

い

児

等

支

援

施

設

（
入

所

）

障

害

児

通

所

入

浴

サ

ー

ビ

ス

その他の在宅支援 専門相談

自
立
訓
練

（
機
能
訓
練

）

自
立
訓
練

(

生
活
訓
練

）

自
立
訓
練

(

宿
泊
型
自
立
訓
練

）

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
A
型
・
B
型

共
同
生
活
援
助

(

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム

）

日
常
生
活
用
具
の
給
付

移
動
支
援

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

日
中
一
時
支
援

入
院
時
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
支
援

手
話
通
訳
者
の
派
遣

手
話
奉
仕
員
養
成
研
修

相
談
支
援
事
業

精
神
保
健

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

身
体
障
害
者
手
帳

視
覚

聴
覚
・
平
衡
機
能

音

声

言

語

そ

し

ゃ
く

肢
体
不
自
由

心
臓
・
腎
臓
呼

吸
機
能
等

療
育
手
帳

Ａ１

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２

市
民
福
祉
課

ひ
ま
わ
り

車
い
す
貸
与

難
病
医
療
相
談

頁

精神保健

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市

民

福

祉

課

・

市

こ

ど

も

家

庭

課

・

壱

岐

市

社

協

佐

世

保

こ

ど

も

・

女

性

・

障

害

者

支

援

セ

ン

タ

ー

市
こ
ど
も
家
庭
課

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ

ョ
ン

壱
岐
市
社
会
福
祉
協
議
会

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

ひ
ま
わ
り

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

精
神
手
帳

1

2

3

難病等

問
合
わ
せ
先

訪
問
看
護

訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス

壱
岐
保
健
所

壱
岐
保
健
所

市
健
康
保
健
課

障
が
い
者
虐
待
相
談

壱
岐
保
健
所

市
健
康
保
健
課

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援



障害支援区分により利用できるサービスが異なります。市民福祉課までご相談くだい。（☎48-1116）

または●がついている欄は、条件によりそのサービスが利用できることを表しています。

詳しい条件などは下段に書いてあるページをご覧ください

級

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

58 59 59 60 60 61 62 62 63 64 65 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 73 74 74 75
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自動車 税の減免等 料金等の割引

住
民
税
の
障
害
者
控
除

相
続
税
の
障
害
者
控
除

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除

携
帯
電
話
基
本
料
金
の
割
引

電
話
番
号
の
無
料
案
内

点
字
等
郵
便
物
の
無
料
扱
い

青
い
鳥
郵
便
は
が
き
の
無
料
配
布

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度

サービス

障
害
者

（
児

）
等
交
通
費
助
成

自
動
車
改
造
費
の
助
成

自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
助
成

駐
車
禁
止
の
除
外
措
置

長
崎
県
パ
ー

キ
ン
グ
・
パ
ー

ミ

ッ
ト
制
度

軽
自
動
車
税
の
減
免

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免

所
得
税
の
障
害
者
控
除

Ｊ
Ｒ

電
車

バ
ス

タ
ク
シ
ー

福
祉
タ
ク
シ
ー

航
空

船
舶

三
島
旅
客
船
利
用
運
賃
一
部
助
成

有
料
道
路

精
神
手
帳

1

2

3

難病等

問
合
わ
せ
先

Ｊ
Ｒ
各
社

鉄
道
会
社

バ
ス
会
社

障
害
の
種
別

身
体
障
害
者
手
帳

視
覚

聴
覚
・
平
衡
機
能

音

声

言

語

そ

し

ゃ
く

肢
体
不
自
由

心
臓
・
腎
臓
呼

吸
機
能
等

療
育
手
帳

Ａ１

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２

Ｎ
Ｔ
Ｔ

各
郵
便
局

各
郵
便
局

壱
岐
市
社
会
福
祉
協
議
会

市
民
福
祉
課

市
税
務
課

交通費の割引・助成

市
民
福
祉
課

壱
岐
警
察
署

壱
岐
振
興
局
税
務
課

壱
岐
税
務
署

市
税
務
課

壱
岐
税
務
署

市
民
福
祉
課

タ
ク
シ
ー

会
社

頁

各
携
帯
電
話
会
社

市
民
福
祉
課

航
空
会
社

船
舶
会
社

市
総
務
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課



● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。
・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

級

1 ● ● ●

2 ● ●

3 ● ●

4 ● ●

5 ● ●

6 ● ●

2 ●

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

3

4

1 ● ●

2 ●

3

4

5

6

1 ●

2 ●

3 ●

4

76 76 78 78 79 80 80 81 81 82 82
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意思疎通支援・情報 選挙 就労

手
話
通
訳
者
の
派
遣

声
の
広
報
の
発
行

点
字
投
票

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

（
代
理
記
載

）

職
業
相
談
・
職
業
紹
介
・
職
場
定
着
指
導

職
場
適
応
訓
練

職
業
訓
練

事
業
主
へ
の
助
成

1

2

3

身
体
障
害
者
標
識

（
車
表
示
用

）

聴
覚
障
害
者
標
識

（
車
表
示
用

）

サービス

障
害
の
種
別

身
体
障
害
者
手
帳

視
覚

聴
覚
・
平
衡
機
能

音

声

言

語

そ

し

ゃ

く

肢
体
不
自
由

心
臓
・
腎
臓
呼

吸
機
能
等

頁

シンボルマーク

選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

公
共
職
業
安
定
所

公
共
職
業
安
定
所

公
共
職
業
安
定
者

公
共
職
業
安
定
所

交
通
安
全
協
会

壱
岐
警
察
署

交
通
安
全
協
会

壱
岐
警
察
署

難病等

問
合
わ
せ
先

市
民
福
祉
課

市
民
福
祉
課

視
覚
障
害
者
協
会

選
挙
管
理
委
員
会

療
育
手
帳

Ａ１

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２
精
神
手
帳



社会福祉法人　日本オストミー協会

ＴＥＬ：03-5670-7681
ＦＡＸ：03-5670-7682

26

オスメイトマーク

障がい者に関するマーク

ハート・プラスマーク

問
合
せ
先

ＴＥＬ：052-718-1581

　人工肛門・人工膀胱を造設している方のための設
備があることを示すマークです。

問
合
せ
先

　身体内部の機能に障がいのある方を表すマーク
です。



４　　サービスの内容

27



《①手　　　当》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

在宅の２０歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します。　
○重度の障がいが重複する方
○身体機能の障がいが重複し、日常生活における介護が上記と同程度以上の方
○長期にわたり絶対安静を必要とする病状があり、介護なしで日常

 （肢体・内部障がい者で最重度の方）
○上記と同程度の精神障がいの方
１．支 給 額・・・月額２６，６２０円（H２７.４.１～H２８.３.３１）

２．支給方法・・・毎年５月（２～４月分）、８月（５～７月分）、１１月（８～１０月分）、　　　　　　　　　
   ２月（１１～１月分）に分けて、本人名義の口座に振り込みます。

給付が制限される方
○施設に入所している方
○病院・診療所に継続して３ヶ月以上入院している方
○本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている方
※原爆被爆者家族介護手当受給者には差額支給

○特別障害者手当認定請求書　　○診断書（作成後１ヶ月以内のもの）　
○所得状況届 ○身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
○預金通帳　　○印鑑 ○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード（請求者・配偶者・扶養義務者）

○同意書　　　　○運転免許証もしくは保険証

※その他書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課 ４８－１１１６

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）
在宅の２０歳未満で、重・中度の障がい児の保護者に支給します。
１．支 給 額・・・１級（重度障害）　月額５１，1００円（H２７.４.１～H２８.３.３１）

   ２級（中度障害）　月額３４，０３０円（H２７.４.１～H２８.３.３１）

給付が制限される方
○本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている方
○児童が障害を支給事由とする年金を受給している方
○施設に入所している方

○特別児童扶養手当認定請求書　　○診断書（作成後１ヶ月以内のもの）　　
○身体障害者手帳または療育手帳　　 ○住民票謄本（取得後１ヶ月以内のもの）
○保護者の貯金通帳（郵便局のもの）　　○印鑑 ○戸籍謄本 ○同意書
○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード（請求者・配偶者・扶養義務者）

※その他書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市こども家庭課 ４８－１１１７
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２．支給方法・・・毎年４月（１２～３月分）、８月（４～７月分）、１１月（８～１１月分）に分けて保護者の預金口座に振り込み
ます。

療育手帳
A1

療育手帳
A1

3級

特
別
障
害
者
手
当

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

特
別
児
童
扶
養
手
当

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級

難病等

サ
ー
ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

難病等

サ
ー
ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先



《①手　　　当》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

１．支 給 額・・・月額１４，４８０円（H２７.４.１～H２８.３.３１）

　　給付が制限される方
○本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている方
○児童が障がいを支給事由とする年金等を受給している方
○施設に入所している方

○障害児福祉手当認定請求書　　○診断書（作成後１ヶ月以内のもの）　
○所得状況届 ○身体障害者手帳、療育手帳
○住民票謄本（取得後１ヶ月以内のもの）　　○同意書 ○運転免許証もしくは保険証
○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード（請求者・配偶者・扶養義務者）

※その他書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課 ４８－１１１６

29

在宅の２０歳未満の重度障がいのある者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します。

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

障
害
児
福
祉
手
当

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等A1

療育手帳

２．支給方法・・・毎年５月（２～４月分）、８月（５～７月分）、１１月（８～１０月分）、２月（１１～１月分）に分けて本人
　　名義の口座に振り込みます。

サ
ー
ビ
ス
内
容



《②年　金　等》
★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○病気・けがのために身体の機能の障がい、精神の障がいなどがみられ、日常生活に著しい制限を受ける場合で、
　 次の要件に該当する方

　①原則として、初診日が国民年金加入中であること
  ②一定の保険料納付済期間等があること

○20歳未満に初診日があり20歳に達したとき（障害認定日が２０歳以降のときは障害認定日）に身体機能の障がい
　　精神の障がいなどがある方

国民年金（第１号被保険者）または２０歳未満：健康保健課国保・介護・年金班
　※第１号被保険者・・・自営業者、学生、無職の方などが加入する国民年金だけの加入者

国民年金（第３号被保険者）：日本年金機構長崎北年金事務所（095-861-1387）
　※第３号被保険者・・・サラリーマンや公務員の妻など第２号被保険者の被扶養配偶者

○障害基礎年金の支給対象となる障がい者が、厚生年金保険加入期間中の初診日である病気・けがにより生じた
　 ときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

○障害基礎年金の支給対象には該当しない程度の障がいであっても、障害厚生年金の障がい等級表に該当する
　ときには 障害厚生年金（３級）または、障害手当金（一時金）が支給されます。

厚生年金：日本年金機構長崎北年金事務所（095-861-1387）
共済年金等：勤務先

30

公的年金加入中（もしくは加入をやめた後でも６０歳以上６５歳未満で日本国内に住んでいる方）や２０歳前の病気
やけがで、政令に定めた一定の障がい状態になった場合、支給されます。

障
害
厚
生
年
金
・
障
害
共
済
年
金

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

障
害
基
礎
年
金

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 B2 1級 2級 3級

難病等

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

サ
ー
ビ
ス
内
容

条
件

問合せ先

A1

公的年金加入中（もしくは加入をやめた後でも６０歳以上６５歳未満で日本国内に住んでいる方）や２０歳前の病気
やけがで、政令に定めた一定の障がい状態になった場合、支給されます。

難病等

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

サ
ー
ビ
ス
内
容

条
件

問合せ先

2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1
療育手帳

A1

療育手帳



《②年　金　等》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　　障害基礎年金等を受給していない障がいのある方に給付金を支給する制度です。

１．平成３年３月以前の国民年金任意加入対象であった学生
２．昭和６１年３月以前の国民年金任意加入対象であった被用者

（厚生年金、共済組合等の加入者）の配偶者

市健康保健課　　45-1157

加入口数の限度は、障がいのある方１人につき２口です。
○　掛金月額

○給付

○支給額・・・月額２０，０００円（１口加入の方）
月額４０，０００円（２口加入の方）

○弔慰金の支

○掛金の援助　
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税均等割世帯には、掛金の援助制度があります。

○　 加入できる保護者の要件　
県内に居住し、特別の疾病又は障がいを持っていない６５歳未満の方

○　障がいのある方の範囲　
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
（年齢は問いません。）
（１）知的障害　
（２）身体障害者手帳を所持し、その障がいが１級から３級までに該当する障がい　
（３）精神又は身体に永続的な障がいのある方（統合失調症、、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病

など）で、その障がいの程度が（１）又は（２）と同程度と認められる方

　　詳しいことは、お尋ねください。

長崎県障害福祉課　095-895-2453、市民福祉課　　48-1116
31

加入者が死亡、または重度障がいと認められた場合、その月の分から終身にわたり、障がいのある方に年金が支
給されます。

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

特
別
障
害
給
付
金

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

療育手帳
A1

次の１または２に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった当時、期間内に初診日があり、現在、障害
基礎年金１、２級相当の障がいに該当する方

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一
（死亡・重度障がい）のことがあった場合、障がいのある方に一定額の終身年金を支給する任意加入の制度です。

難病等

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

問合せ先

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

　加入者の加入時の年齢により、１口当たり９，３００円～２３，３００円（Ｈ２７.４．１現在）です。

「弔　慰　金」・・・１年以上加入した後に、加入者の生存中に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入

　（掛金は加入時の掛金で固定）

期間に応じ、弔慰金が支給されます。（２万円～２５万円）
「脱退一時金」・・・５年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入　　　　　　 
期間に応じ、脱退一時金が支給されます。（３万～２５万円）



《③医療費の助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

※ 精神障害者保健福祉手帳１級の方は、通院にかかる医療費が対象となります。

※ 調剤薬局分（院外処方）については、全額支給します。

○本人及び扶養義務者等の所得制限があります。
○小学校就学前の方は、乳幼児医療の対象となります。
○食事代、おむつ代、診断書等文書料などの自費分や、介護保険分は対象となりません。

【資格認定申請時】
○福祉医療費受給資格認定申請書兼台帳
○身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 ○同意書
○健康保険証　　○預金通帳 ○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード
○所得・課税証明書（詳しくは窓口でお尋ねください）　○印鑑

※ 市民福祉課及び各支所・事務所で受け付けます。
※ 年に1回更新する必要があります。

【支給申請時】
○福祉医療費支給申請書　　○領収書原本もしくは医療機関等証明書
○福祉医療費受給者証　　○健康保険証　　○印鑑

※ 市民福祉課及び各支所・事務所で受け付けます。郵送でも可。

市民福祉課 ４８－１１１６

○自己負担額は原則１割となりますが、本人及び同一医療保険の加入者の所得、市町村民税額等に応じて自己負担の上限が

あります。

○身体障害者手帳を持っている１８歳以上の方
○申請は対象となる医療が行われる前に必要です。

※ お早めの相談、申請をお願いします。

○自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書
○指定医療機関の主たる医師の意見書
○身体障害者手帳 ○健康保険証
○同意書または課税証明書（詳しくは窓口でお尋ねください）
○印鑑 ○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード（請求者・配偶者・扶養義務者）
○障害年金、遺族年金受給者の方は年金振込通知書等年金の額がわかるもの

市民福祉課 ４８－１１１６
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福
　
祉
　
医
　
療

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

条
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先

療育手帳
難病等

● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

ひと月の診療・入院日数 １日 ２日以上

自己負担額 ８００円 １，６００円

A1

●

重、中度の障がい者が健康保険により診療を受けた医療費について、ひと月ごと、医療機関ごとに下記の自己負担額を差し引
いて支給します。ただし、他の法令等による給付が優先します。「身障３級・療育Ｂ１」の方については、自己負担額を差し引いた
額に２/３を乗じた額を支給します。

難病等

● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

A1

特定の病院で特定の治療（人工透析、心臓ペースメーカー植込術、人工関節置換術など）を行う場合に、医療費の
助成を行います。

自
立
支
援
医
療

（
更
生
医
療

）

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳



《③医療費の助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○視覚障害
○聴覚又は平衡機能障害
○音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
○肢体不自由
○心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓機能障害
○先天性の内臓機能障害
○ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

○自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書
○指定医療機関の主たる医師の意見書
○同意書または課税証明書（詳しくは窓口でお尋ねください）
○印鑑 ○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード（請求者・扶養義務者）

市民福祉課 ４８－１１１６

※ 有効期間は１年間です。１年を経過してもなお通院が必要な方は、有効期間終期の３カ月まえから
更新の申請ができます。

精神疾患のため日常生活に支障があり、医療機関に長期にわたって通院している方

○自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書
○印鑑
○診断書
○健康保険証
○障害年金、遺族年金受給者の方は年金振込通知書等年金の額がわかるもの
○同意書または課税証明書（詳しくは窓口でお尋ねください。）
○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード又は個人番号カード
○対象者と同じ医療保険に加入している方全員のマイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード又は
 　個人番号カード

市民福祉課 ４８－１１１６
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療育手帳

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

A1

育成医療は、児童福祉法第４条第２項に規定する障害児（障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認め
られる疾患がある児童を含む。）で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待でき
る者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。自

立
支
援
医
療

（
育
成
医
療

）

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

（手帳を持っていない方でも対象になります）

A1

精神障がいの通院の医療を受ける場合、その医療に必要な費用を医療保険と公費で負担する制度です。保険の種
類に関係なく、本人及び同一医療保険の加入者の所得、市町村民税額等に応じて自己負担があります。

自
立
支
援
医
療

（
精
神
通
院
医
療

）

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

条
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先



《③医療費の助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。
療育手帳
A1

　
①その症状の程度が、国で定められた程度である方。

○特定医療費（指定難病）支給認定申請書
○臨床調査個人票
○世帯全員の住民票
○健康保険証のコピー
○世帯の所得が確認できる書類（所得・課税証明書等）
○同意書

※ その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

壱岐保健所　　47-0260

小児慢性特定疾病にかかっている児童等の保護者の方に対し、医療費を支給するものです。
世帯の所得により、一部自己負担があります。

※　対象疾病につきましては長崎県ホームページでご確認ください。

○小児慢性特定疾病医療費支給申請書
○小児慢性特定疾病医療意見書
○医療意見書の研究利用についての同意書
○高額療養費にかかる所得区分照会についての同意書
○世帯全員の住民票
○健康保険証
○所得額と市町村民税額が記載された証明書

※ その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

壱岐保健所　　47-0260
34

②①に該当せず、特定医療費の支給認定の要件である「重症度分類」を満たさないものの、申請を行った月以前の
１２月以内に「指定難病に係る医療費の総額」が３３，３００円を超える月数が３月以上ある方

難病等

●

難
病
医
療
費
助
成

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾患であって、当該疾病にかかることにより長
期にわたり療養を必要とすることとなるもののうち、指定難病に係る疾病に関する医療の確立・普及を図るとともに、
難病患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とした制度です。難病の治療に係る医療費について、長崎県が国
の補助を受けて助成する制度です。

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

条
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先

療育手帳
A1

１８歳未満（継続の場合は必要に応じて２０歳未満まで延長可）の児童で、厚生労働大臣が定める疾病及びその疾
病の状態の程度に該当する場合。

難病等

●

サ
ー

ビ
ス
内
容

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助
成

区
分
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《④補　装　具》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

6級

　　ただし、障がいの内容や県の判定によって交付されるものに制限があります。
１．交付数は、原則として１種目につき１個です。
２．再支給には、耐用年数を基準に実情に沿って行います。

○本人または世帯員のいずれかの市町村民税所得割の額が４６万円以上の方は対象外となります。
○耐用年数以内の破損及び故障については、原則として修理で行います。
○それぞれの品物には給付基準額が定められています。好みのデザイン、素材を選択することによりその額を超え

○申請は購入前に行うことが必要です。
○原則として手帳等交付後の申請となります。
○以下の品目については、介護保険対象者であれば介護保険による貸与となります。

　・既製の車イス、電動車イス　
　・歩行器
　・歩行補助つえのうち松葉杖、カナディアンクラッチ

　・多点杖、ロフストランドクラッチ

○補装具費（購入・修理）支給申請書
○指定医師の意見書
○補装具業者の見積書
○身体障害者手帳または特定疾患医療受給者証
○同意書
○印鑑
○健康保険証
○マイナンバー（個人番号）が確認できる通知カード又は個人番号カード
　　

※ その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課 ４８－１１１６
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義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装
具、歩行器、車イス、電動車イス、歩行補助
つえ（Ｔ字杖は除く）、座位保持装置、

補
装
具
費

（
購
入
・
修
理

）
の
支
給

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

　　障がい者（児）に対し、職業、その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として補装具の購入（修理）費用の
うち原則９割を支給しますが、世帯の収入に応じて、月額負担上限額が設定されています。（Ｐ18を参照）

サ
ー

ビ
ス
内
容

障　　害　　別 補　装　具　名

視覚障がい者用 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者用 補聴器

肢体不自由及び
音声・言語機能障がい者用

重度障がい者用意思伝達装置

肢体不自由者用

● ● ● ● ● ●

(１８歳未満用) 座位保持イス、起立保持具、
頭部保持具、排便補助具

　 る金額について自己負担になります。



《⑤住　　宅》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

療育手帳
A1

在宅の重度身体障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものについて助成します。

　
１．助成限度額
     ２００，０００円までで、費用の１割が自己負担になりますが、世帯の収入に応じた月額負担上限額が設定されて
　います。
２．対象工事
○住宅改修の範囲は、次に掲げる日常生活用具の購入費及び改修工事費とします。

①手すりの取り付け　　　　　
②段差の解消
③滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取り替え
⑤洋式便器等への便器の取り替え
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

     ※ 上記に該当しない場合でも、建設課所管の住宅リフォーム事業の対象となることがあります。

○６５歳以上の方は、介護保険の住宅改修を利用していただきます。

○必ず工事着工前の相談、申請が必要です。
○新築、増築にかかる工事は除きます。
○住宅改修費の給付は原則１回です。

○住宅改修費給付申請書
○住宅改修工事見積書
○改修箇所の図面、写真
○借家の場合は改修承諾書、市営住宅の場合は「市営住宅模様替え(増築)承認書」
○印鑑

※ その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課 ４８－１１１６ 市建設課 　４２－１１１１
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● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先

○下肢・体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有す
る障害等級３級以上の方等(ただし特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害２級以上の方等)

住
宅
改
修
費
の
助
成

（
日
常
生
活
用
具

）
※
地
域
生
活
支
援
事
業

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等



《⑤住　　宅》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　  在宅の重度身体障がい者が、家庭内での日常生活を容易にするため住宅の改造を行う場合、その費用の一部を
　助成します。
１．助成額
    改造工事に要した経費の２／３以内とし、２２０，０００円を限度とします。

２．対象工事
    次の（１）、（２）に該当する工事が対象となります。　　

①手すりの取り付け　　　　　 
②段差の解消　
③滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取り替え　　　　　　 
⑤洋式便器等への便器の取り替え
⑥その他のこれら各工事に伴う必要な工事
（２）その他　　　　　　　　　　　 
①便所の拡張　
②浴そうの取り替え、シャワーの設置
③台所流し台の取り替え
④洗面所等の洗面器の車椅子使用者の利用可能な洗面器への取り替え
⑤その他のこれら各工事に伴う必要な工事

    ※  上記に該当しない場合でも、建設課所管の住宅リフォーム事業の対象となることがあります。

○６５歳以上の単身高齢者の方は、高齢者の住宅改造助成事業を利用していただきます。
○身体障害者手帳１、２級の方
○当該世帯員の直近の市町村民税及び前年の所得税が非課税の世帯
○必ず工事着工前の相談、申請が必要です。
○新築、増築にかかる工事を除きます。
○住宅改造費の給付は原則１回です。

○住宅改造費助成申請書
○住宅改造工事見積書
○改造箇所の図面
○工事着工前の写真
○借家の場合は改修承諾書、市営住宅の場合は「市営住宅模様替え(増築)承認書」
○印鑑

◎工事完了後は、下記書類をご提出下さい。
○完成写真、領収書、助成金交付請求書、振込先の通帳の写し

※ その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課 ４８－１１１６ ４２－１１１１
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条
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先

 　ただし、障がい者日常生活用具（住宅改修）の給付や６５歳未満の方で、介護保険の住宅改修で助成を受ける場

A1

（１）介護保険における住宅改修給付を受ける６５歳以上の単身高齢者や日常生活用具給付事業の住宅改修費の
　　　助成の対象となる住宅の改修にかかる工事に要する経費

●

サ
ー

ビ
ス
内
容

住
宅
改
造
費
の
助
成

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

●

療育手帳

　合は、助成限度額がかわります。（詳しくは窓口でお尋ね下さい。）

市建設課



《⑤住　　宅》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　　障害者と同居している世帯は、「裁量階層世帯」として取り扱い、「一般世帯」よりも入居申込要件（所得制限）が
　緩和される。

○一般世帯 ： 世帯合計所得が、月額158,000円以下でないと申込めない
○裁量階層世帯 ： 世帯合計所得が、月額214,000円以下でないと申込めない

注：入居者の選考は、「壱岐市営住宅入居者選考委員会」に諮問している

　　【２】市営住宅使用料算定にあたり、「特別障害者控除」「障害者控除」が適用される
○特別障害者控除 ： 控除月額１人　　400,000円
○障害者控除 ： 控除月額１人　　270,000円

市建設課　住宅班 ４２－１１１１
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● ● ● ● ● ● ● ●

市
　
営
　
住
　
宅
　
の
　
緩
　
和
　
措
　
置
　
等

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

　　【１】市営住宅入居申込要件の緩和

条
　
　
　
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先

療育手帳
A1

●



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　　在宅の重度障がい者（児）に対し、日常生活を容易にするための用具を給付（貸与）します。

　脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に
　準じて取り扱います。

１．給付内容

　下肢または体幹機能障害2級以上で学齢児以上の方

　常時介助を必要とする難病患者

　上肢機能に障害のある方

下肢が不自由な難病患者

42

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

B1 B2 1級 2級 3級

　障害等級２級以上で火災発生の感知及び避難が著しく困
難な方または療育手帳が（A1・A2）もしくは精神保健福祉
手帳２級以上である方（当該者の世帯が障害者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る）火災発生の感
知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこ
れに準ずる世帯

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等の
みの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

1級

　平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者4級以上で

家庭内の移動等において介護を必要とする3歳以上の方

難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

区分 種目 対象者

自
立
生
活
支
援
用
具

入浴補助用具

　下肢または体幹機能障害4級以上で、入浴に介助を必要

とする3歳以上の方

　入浴に介助を必要とする難病患者

特殊便器（ポータブルトイレ）

特殊便器（洗浄機能付便座）
　上肢障害2級以上または療育手帳が（A1・A2）であり、訓
練を行っても自ら排便後の処理が困難な学齢児以上の方

歩行補助つえ（Ｔ字杖）

移動・移乗支援用具

頭部保護帽

火災警報器

自動消火器

歩行時間延長信号機用小型送信機 　視覚障害２級以上で学齢児以上の方

聴覚障害者用屋内信号装置
　聴覚障害２級以上で１８歳以上の方（聴覚障害者のみの
世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められ
る世帯）

療育手帳
A1

●

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者であって、
歩行不安定の方

視覚障害者２級以上または療育手帳が（A1・Ａ2）もしくは
精神保健福祉手帳１級である方で１８歳以上の方(当該者
の世帯が障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である
場合に限る）

3級 4級 5級 6級 A22級

サ
ー

ビ
ス
内
容

区
分

身障手帳 精神手帳

下肢または体幹機能障害2級以上で、立位や歩行が不安
定で、よく転倒する方または療育手帳が（A１・A2）もしくは
精神保健福祉手帳１級で、てんかんの発作等により頻繁に
転倒する方

　障害等級２級以上で火災発生の感知及び避難が著しく困
難な方または療育手帳が（A1・A2）もしくは精神保健福祉
手帳２級以上である方（当該者の世帯が障害者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る）



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○自己負担は原則として購入費用の１割ですが、世帯の収入に応じた月額負担上限額が設定されています。
　

○申請は購入前に行うことが必要です。

○原則として、手帳交付後の申請となります。

※以下の品目について、介護保険対象者であれば介護保険による貸与または購入費の支給となります。

○日常生活用具給付申請書
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証
○同意書
○印鑑
○見積書
○カタログ（メーカーや型番のわかるもの）
○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード

　　※　その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課　　　48-1116

43

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

条
件

貸
　
　
与

○特殊寝台

○特殊マット

○体位変換器

○移動・移乗支援用具

○移動用リフト

購
入
費
の
支
給

○便器

○特殊尿器

○入浴補助用具

○火災警報器

○自動消火器

○電磁調理器

○浴槽

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　重度の知的障害者
　難病患者で自力で排尿できない方

　難病患者で寝たきり状態にある方

　難病患者で下肢又は体幹機能障害のある方

44

　下肢または体幹機能障害2級以上で学齢児以上の方
　

療育手帳
A1

●

　下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の方
　難病患者で寝たきり状態にある方

　下肢または体幹機能障害2級以上で入浴にあたっ
て、家族等他人の介助を必要とする3歳以上の方

　下肢または体幹機能障害2級以上で着脱衣等に関
して介助を必要とする3歳以上の方

　下肢または体幹機能障害2級以上で3歳以上の方
　難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある方

難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1

　下肢または体幹機能障害１級で常時介護を要する
18歳以上の方
　3歳以上18歳未満の方で下肢または体幹機能障害
2級以上又は重度知的障害児
　難病患者で寝たきり状態にある方

特殊尿器

　下肢または体幹機能障害１級で常時介護を要する
学齢児以上の方

B2

移動用リフト

1級 2級 3級

　下肢または体幹障害2級以上で学齢児以上の方

訓練用ベッド

区分 種目 対象者

介
護
・
訓
練
支
援
用
具

特殊寝台（電動ベッド）

特殊マット

入浴担架

体位変換器

訓練いす（児のみ）



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

区分

45

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

　視覚障害2級以上で18歳以上の方

聴覚障害者用通信装置（ファックス）
聴覚障がい者または音声言語機能障がい者であっ

て、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要
と認められる学齢児以上の方

聴覚障害者用情報受信装置
聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴

が可能になる方

人工喉頭 　音声言語機能障がい者で喉頭を摘出した方

療育手帳
A1

●

難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

種目 対象者

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具

携帯用会話補助装置
　音声・言語機能障害者又は肢体不自由者
　発生・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方

情報・通信支援用具
　上肢機能障害２級または視覚障害２級以上の方
　情報機器の使用により社会参加が見込まれる方

点字ディスプレイ
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者（原則と

して視覚障害２級以上かつ聴覚障害２級）の身体障
害者であって、必要と認められる18歳以上の方

点字器 　視覚障がい者で必要と認められる方

点字タイプライター
視覚障害２級以上で就学もしくは就労しているかま

たは就労が見込まれる方

視覚障害者用ポータブルレコーダー 　視覚障害２級以上で学齢児以上の方

視覚障害者用活字文章読み上げ装
置　　　（音声ICタグレコーダー含む）

　視覚障害２級以上で学齢児以上の方

視覚障害者用拡大読書器
視覚障がい者であって、本装置により文字等を読む

ことが可能になる学齢児以上の方

視覚障害者用時計



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○自己負担は原則として購入費用の１割ですが、世帯の収入に応じた月額負担上限額が設定されています。
○申請は購入前に行うことが必要です。
○原則として、手帳交付後の申請となります。
○それぞれの品目には給付基準がありますので、希望の品物が給付できない場合があります。　　　　　　
　 また、給付基準額が定められていますので、それを超える金額については自己負担となります。

○日常生活用具給付申請書
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証
○同意書
○印鑑
○見積書
○カタログ（メーカーや型番のわかるもの）
○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード

　　※　その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課 ４８－１１１６

46

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

条
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

療育手帳

区分

47

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

種目 対象者

在
宅
療
養
等
支
援
用
具

透析液加湿器
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流

法（CAPD）による透析療法を行う3歳以上の方

ネブライザー（吸入器） 呼吸器障害３級以上又は同程度の身体障害者
（児）であって、必要と認められる学齢児以上の者（な
お、医師の意見書があれば肢体２級以上、音声障害
も対象）

電気式たん吸引器
　呼吸器機能に障がいのある難病患者

酸素ボンベ運搬車 　医療保険における在宅酸素療法を行う方

視覚障害者用体温計（音声式）
視覚障害2級以上で学齢児以上の方（視覚障がい

者のみの世帯及びこれに準ずる世帯）

視覚障害者用体重計
視覚障害2級以上で18歳以上の方（視覚障がい者

のみの世帯及びこれに準ずる世帯

動脈血中酸素飽和度測定器
（パルスオキシメーター）

心臓機能障害3級以上または呼吸器機能障害3級
以上の方（医療保険における在宅酸素療法を行う
方、または人工呼吸器装着者）※モニタリング機能付
を申請する場合は、医師の意見書が必要です。

　人工呼吸器の装着等が必要な難病患者

●

A1



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○自己負担は原則として購入費用の１割ですが、世帯の収入に応じた月額負担上限額が設定されています。
○申請は購入前に行うことが必要です。
○原則として、手帳交付後の申請となります。
○それぞれの品目には給付基準がありますので、希望の品物が給付できない場合があります。　　　　　　
　 また、給付基準額が定められていますので、それを超える金額については自己負担となります。

○日常生活用具給付申請書
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証
○同意書
○印鑑
○見積書
○カタログ（メーカーや型番のわかるもの）
○マイナンバーが確認できる通知カードもしくは個人番号カード

※その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

市民福祉課 ４８－１１１６

48

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

問合せ先



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

区分

49

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

　下肢または体幹機能に障がいのある難病患者

排
泄
管
理
支
援
用
具

住
宅
改
修

蓄便袋

蓄尿袋

紙おむつ等

収尿器

居宅生活動作補助用具

療育手帳
A1

●

難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

種目 対象者

ス
ト
マ
用
装
具

直腸・膀胱の機能障がい者であって、人工肛門で
腹壁から排便があり、採便の袋を装着する必要があ
る方

直腸・膀胱の機能障がい者であって、人工膀胱で
腹壁から排尿があり、採尿の袋を装着する必要があ
る方

　次のいずれかに該当する３歳以上の方

①脳性麻痺等による肢体障害2級以上で、3歳以前
に発現した非進行性の脳病変によってもたらされた
脳原性運動機能障害により便意または尿意の意思
表示が困難で、恒常的に紙おむつを必要とする方

②直腸・膀胱の機能障がい者で、治療によって軽快
の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、
ストマの著しい変形のため、ストマ用装具を装着でき
ない方

③直腸・膀胱の機能障がい者で、二分脊椎等の先
天性疾患（先天性鎖肛を除く）に起因する神経障害に
よる高度の排便機能障がいまたは高度の排尿機能
障がいのある方

④直腸の機能障がい者で、先天性鎖肛に対する肛
門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある
方

　下肢または体幹機能障がい者であって、尿失禁の
ある方

下肢体幹障害または乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る）3
級以上の方（ただし、特殊便器への取替をする場合
は上肢障害2級以上の方）



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○自己負担は原則として購入費用の１割ですが、世帯の収入に応じた月額負担上限額が設定されています。
○申請は購入前に行うことが必要です。
○原則として、手帳交付後の申請となります。
○それぞれの品目には給付基準がありますので、希望の品物が給付できない場合があります。　　　　　　
　 また、給付基準額が定められていますので、それを超える金額については自己負担となります。

○日常生活用具給付申請書または住宅改修費給付申請書
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証
○同意書 ○印鑑 ○見積書
　　※　その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

ストマ用装具・おむつの申請について

業者に依頼し、見積書をご用意ください。
※最大で4カ月分までまとめて申請できます。

○手続きに必要なもの
・身体障害者手帳
・見積書
・印鑑

自宅に給付券が届きます。

市民福祉課 ４８－１１１６

50

日
　
常
　
生
　
活
　
用
　
具
　
の
　
給
　
付

条
件

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

見 積 書 準 備

申 請

決 定

商 品 受 取

問合せ先

給付券を持って業者にて商品をお受け取りください。



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

次の①から③のいずれかに該当する方で、なおかつ車椅子等を利用しなければ移動が困難な方など
　　①身体障害者手帳の交付を受けている方
　　②療育手帳の交付を受けている方　
　　③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

○身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
○印鑑　　○移動支援事業利用登録申請書

市民福祉課 ４８－１１１６

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

障がい者

地域活動支援センターひまわり　　47-0116

51

●

サ
ー

ビ
ス
内
容

屋外での移動が単身では困難な障がい者（児）に対して、外出のための支援を行います。

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

移
動
支
援

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

問合せ先

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

区
分

身障手帳 療育手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

A1

難病等

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

次の要件に該当する方で、日中において、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障がい者（児）
　①身体障害者手帳の交付を受けている方
　②療育手帳の交付を受けている方、もしくは早期の療育が必要な方
　③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

○身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
○印鑑　　○壱岐市障害者等日中一時支援事業利用登録申請書

市民福祉課 ４８－１１１６

　在宅の身体障害者で、訪問入浴車両を使用しなければ入浴が困難な方
　ただし、利用は１週間に２回が限度です

○申請書
○身体障害者手帳
○印鑑

市民福祉課 ４８－１１１６

52

日
中
一
時
支
援

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

問合せ先

療育手帳
難病等

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1

●

訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

問合せ先

療育手帳
難病等

● ●

内
容

サ
ー

ビ
ス

　家庭において、入浴が困難な身体障がい者に対して、移動入浴車による入浴サービスを行ないます。
　ただし、利用は１週間に２回が限度です。

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1

※介護保険対象者（６５歳以上、特定疾病による場合は４０歳以上６５歳未満）の方は、介護保険による訪問入浴
の利用となります。

障がい者（児）の放課後等の日中における活動の場を確保し、社会に適応する訓練を行うとともに、障がい者等の家
族に対する就労支援、一時的な休息の提供及び障がい者等の介護が出来なくなった場合の、一時的な保護を目的
として行います。



《⑥地域生活支援事業》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

下記のいずれにも該当する方

①
②

③

④

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証の写し
○印鑑　　○申請書 ○委任状兼承諾書 ○利用開始（変更）届

市民福祉課 ４８－１１１６

○申立要請書 ○後見開始等審判の申立費用の請求について
○成年後見人等の報酬助成申請書

市民福祉課 ４８－１１１６
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入
院
時
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
支
援

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳

単身世帯の障害者若しくは障害児又は介護者が障害や病気、仕事等で介護に制約がある世帯の障害者又は
障害児

難病等

● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

A1

●

意思疎通が困難で、かつ、介護者がいない者が医療機関に入院する場合に、日頃から本人を介護し、本人の意思
を医療従事者等に伝えることができる者をコミュニケーション支援員として医療機関に派遣することにより、円滑な医
療行為が行えるよう支援する

壱岐市の支給決定を受け、障害福祉サービスに規定する居宅介護又は重度訪問介護のサービスを現に利用
している障害者又は障害児

自力で意思疎通を図ることが困難で、医療従事者等との間でコミュニケーション支援が必要であり、障害支援
区分の認定に係る認定調査項目のうちコミュニケーション等に関連する次の項目について、いずれかが「1．日
常生活に支障がない(理解できる)」以外と認定されている障害者若しくは障害児
ア　「3―3　コミュニケーション」、イ　「3―4　説明の理解」

　居住地が壱岐市内にある障害者又は障害児(施設に入所している者等を除く。)

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

問合せ先

療育手帳

知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者もしくは、親族等
の虐待を受けている者

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1

判断能力が不十分な知的障害者及び精神障害者が、成年後見制度を利用するにあたり、審判の申立てや必要経
費の支弁、成年後見人に対する報酬など支援を行う



《⑦その他の在宅支援》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

療育手帳
A1

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

○  サービス内容　　
症状の観察・体位変換・食事、排泄の介助・清拭・入浴介助・カテーテル等の管理・家族の介護指導リハビリ
テーション等

　　※　介護保険適用または医療保険適用で利用料が異なります。

【実施施設】

ひかり訪問看護ステーション 壱岐市郷ノ浦町永田触275-2

訪問看護ステーション勝本 壱岐市石田町石田西触1071番地

病気や事故等の状態にあり、家庭での療養で看護を必要とされる方

訪問看護ステーションに直接申し込むか、主治医に相談してください。

訪問看護ステーション、医療機関
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訪
　
問
　
看
　
護

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

施　　設　　名 住　　　所 電話番号
47-5903
48-8008

主治医の指示により、訪問看護ステーションの看護師などが障がい者の家庭を訪問し、看護サービスを行います。



《⑦その他の在宅支援》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

原則、次の要件すべてに該当する方
○壱岐市に居住している方
○身体障害者手帳の制度又は、介護保険制度その他の制度の適用を受けられない方
○在宅の方（入院中や福祉施設に入所中の場合は不可）
○介護保険で「要支援」や「要介護」に認定されていない方
　　※　上記に該当しない場合でも冠婚葬祭や行事の参加等の理由で一時的に車いすを必要とされる場合

○車いす貸与申請書（兼借用書）
○印鑑

壱岐市社会福祉協議会　　47-5005
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車
い
す
貸
与

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

A1

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

冠婚葬祭や行事などの参加のために車いすを必要とされる方、またはケガなどで歩行が困難な方に対し、原則、１
カ月を限度として貸し出します。

難病等



《⑧専門相談》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

A1

難病患者・小児慢性疾病患者及びその家族

詳しくはお尋ねください。

壱岐保健所　　47-0260

56

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

難
病
医
療
相
談

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳

難病患者やご家族からの療養生活に関する相談に応じます。また、医療相談会や、関係者への研修会も行っていま
す。



《⑨精神保健》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○精神科医師（嘱託医）の相談・・・・・月２回不定期（要予約）
○保健師、作業療法士または社会福祉職の相談・・・・・随時

　精神保健に関することでお困りの方やその家族

①については壱岐保健所　47-0260　　②については市健康保健課　45-1114

アルコール依存症がある当事者及び家族の方の相談を受けています。

アルコール依存症にお悩みの方や、その家族

壱岐保健所　47-0260　または　市健康保健課　45-1114
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精
　
神
　
保
　
健
　
相
　
談

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

A1

①　こころの健康づくり、自殺関連、高次脳機能障害、ひきこもり、アルコール依存症など嗜癖問題、認知症など精神
保健に関する相談に応じます。

②　こころの悩み等について相談に応じています。相談内容により適宜関係機関と連携し支援に繋いでいます。ま
た、こころの健康づくりに関する普及啓発をしています。

ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
者
及
び
家
族
の
相
談

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

療育手帳
難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

A1



《⑩交通費の割引・助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　ＪＲ各社の協力によって、鉄道運賃が割引かれます。（5割引）

1.身体障がい者

定期乗車券（介護者）

2.知的障がい者

　○介護者が割引を受けるには、購入する乗車券の種類、乗車区間、期間が身体障がい者または知的障がい者と
同一で同時購入でなければなりません。

　○介護者に対して、発売する定期乗車券は通勤乗車券に限られます。

身体障害者手帳または療育手帳の提示

各ＪＲ各社

58

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

区分 割引を受けれるもの

第　　1　　種
障がい児者

介護付で乗車する場合
普通乗車券、急行券（特別急行券を除
く）、定期乗車券、回数乗車券

単独で乗車する場合
普通乗車券
（片道１０１km以上利用の場合に限る）

第2種障がい児者
普通乗車券
（片道１０１km以上利用の場合に限る）

12歳未満の第2種障がい児が介護付で乗車
する場合

区分 割引を受けれるもの

第　　　1　　　種
知的障がい児者

（A1・A2）

介護付で乗車する場合
普通乗車券、急行券（特別急行券を除
く）、定期乗車券、回数乗車券

単独で乗車する場合

難病等

● ● ● ● ● ● ● ● ●

普通乗車券
（片道１０１km以上利用の場合に限る）

第2種知的障がい児者
（Ｂ1・Ｂ2）

普通乗車券
（片道１０１km以上利用の場合に限る）

12歳未満の第2種知的障がい児が介護付で
乗車する場合

定期乗車券（介護者）

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

Ｊ
Ｒ



《⑩交通費の割引・助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

鉄道会社の協力によって、電車の運賃が割引かれます。（５割引）
１．第１種身体障がい者または、第１種知的障がい者（A1・A2)の本人及び介護者（大人のみ）
２．第２種の身体障がい者または、知的障がい者（B1・B2)本人

※定期券の割引はありません。

身体障害者手帳または療育手帳の提示

各鉄道会社

バス会社の協力によって、バス運賃が割引かれます。（５割引）
１．　第１種身体障がい者または第１種知的障がい者（A1・A2)の場合は、本人及び介護者について割引かれます。
２．　第２種身体障がい者または第２種知的障がい者（B1・B2)の場合は、本人のみ割引かれます。
３．　精神障害者保健福祉手帳１級の場合は本人及び介護者について割引かれます。　　

 ２級・３級の場合は本人のみ割引かれます。
４．　定期乗車証は３割引になります。

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の提示

各バス会社

59

電
　
　
車

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

難病等

● ● ● ● ● ● ● ● ●

2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

B1 B2

療育手帳
A1

●

療育手帳

写真貼付がない精神障害者保健福祉手帳の場合、「備考欄」にてたて４cmよこ３cmの本人の顔写真を貼付する必
要があります。

バ
　
　
ス

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 難病等3級 4級 5級 6級 A22級 1級A1

●



《⑩交通費の割引・助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

タクシー会社の協力により、タクシー運賃の基本料金が割引かれます。（１割引）

身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の提示

各タクシー会社

在宅の重度障がい者で、次の要件に該当する方にタクシー料金の一部を助成します。
①年間３６枚を上限に、1枚につき基本料金から９０％割り引かれます。
②車いす利用者はリフト付タクシーも利用できます。
　　※　再交付はありませんので、紛失されないようご注意ください。

○在宅の１、２級の身体障害者手帳所持者で車いすを常用している方
○在宅の療育手帳Ａ１・Ａ２と判断された方
○在宅の視覚障害者のうち所得税非課税世帯等条件に該当する方

○身体障害者手帳または療育手帳
○印鑑
○申請書

市民福祉課　　　48-1116
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タ
ク
シ
ー

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

● ● ● ●

問合せ先

● ● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

療育手帳

●

療育手帳

● ● ●

A1

●

福
祉
タ
ク
シ
ー

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

●

難病等

● ●

A1



《⑩交通費の割引・助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

航空会社の協力によって、航空運賃が割引かれます。
（各航空会社で割引率が違います。）

１．身体障がい者

2.知的障がい者

○定期航空路線の国内線のみ割引
○１２歳未満の本人及び第２種の介護者は割引されません。
○介護者は、介護割引があり、障がい者と共に同一行動を要します。
○知的障がい者は、療育手帳に割引対象者である旨の証明印が必要です。

身体障害者手帳または療育手帳の提示

各航空会社

61

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

航
　
　
　
　
空

区
分

身障手帳 精神手帳

サ
ー

ビ
ス
内
容

区　　　分 割引対象者

第1種身体障がい者

1級

第2種知的障がい者（B1・B2）
本人

（12歳以上）

5級 6級 A2 B1 B2 1級

● ● ● ● ●

2級 3級

本人
（12歳以上）

2級 3級

　　※　詳しい割引率については各航空会社のホームページでご確認いただくか、航空会社に直接お尋
　　ねください。

●

第2種身体障がい者
本人

（12歳以上）

区　　　分 割引対象者
第1種知的障がい者（A1・A2）

※介護者なしの場合は割引対象外
本人

（12歳以上）
介護者

（12歳以上）

介護者
（12歳以上）

● ●

○第１種の場合、身体障がい者は単独で利用できますが知的障がい者の場合は、介護者と共に、利用する場合に
　限ります。

難病等

●

療育手帳
A1

●

4級



《⑩交通費の割引・助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

船舶会社の協力によって、船賃が割引かれます。（５割引）
①第１種身体障がい者または第１種知的障がい者（A1・A2)の本人及び介護者　
②第２種の身体障がい者または知的障がい者（B1・B2)本人
③精神障がい者本人
④特定医療費(指定難病)受給者本人
⑤小児慢性特定疾病医療受給者本人

九州郵船　　47-0003

○心身障害者（児）が容易に社会参加できるようにするため、旅客船運賃の一部を助成します。
　（介護者についても、旅客船運賃の一部を助成します。）

①第１種身体障がい者または第１種知的障がい者（A1・A2)の本人及び介護者　
②第２種の身体障がい者または知的障がい者（B1・B2)の本人及び介護者

○身体障害者手帳、療育手帳

市総務課　　　48-1111

62

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医
療受給者証の提示

● ●●

九
　
州
　
郵
　
船

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

●

サ
ー

ビ
ス
内
容

三
島
フ

ェ
リ
ー

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

● ● ● ● ● ● ● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

療育手帳
A1

●

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

難病等



《⑩交通費の割引・助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

ただし、事前に車の登録が必要です。また、ETC利用での割引もあります。

【対象となる場合】

※第２種の身体障害者手帳所持者については本人運転のみが対象

○障がい者１人につき１台に限ります。
○対象自動車の範囲・・・「自家用・事業用の別」の欄に「自家用」と記載されている車（事業用対象外）

＜車種要件＞「車検証」において、次の要件に該当していること
【乗用自動車】→「用途」欄に「乗用」と記載されているもので乗車定員が１０人以下のもの

＜対象とならない車＞
○レンタカー、タクシー、軽トラック、車検・修理時の代車、福祉施設の所有する自動車等
○車検証の「所有者」の名義が法人名義になっている自動車（ローン支払い中のものは除く）

＜割引有効期間＞

　市役所からの更新案内はございませんのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

　　ETCを利用しない場合
○身体障害者手帳または療育手帳
○車検証　　○運転免許証（本人運転の場合のみ）

　　ETCを利用する場合
○身体障害者手帳または療育手帳
○車検証　　○運転免許証（本人運転の場合のみ）
○ETCカード（障がい者本人名義のもの）※未成年の場合は保護者名義のもの
○ETC車載器のセットアップ申込書・証明書
　※　市民福祉課で発行された「ETC利用対象者証明書」を同時にお渡しする封筒に入れ、切手を貼って
 　　郵送してください。

市民福祉課　　48-1116
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難病等

有
　
料
　
道
　
路

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

区　　　分 対象となる手帳 対象となる事の所有者

手帳所持者本人
が運転する場合

身体障害者手帳
本人・配偶者・直系血族及びそ
の配偶者、兄弟姉妹及びその配
偶者、並びに同居の親族

本人が乗車し介護
者が運転する場合

第１ 種身体障害
者 手 帳 療 育 手

帳

本人、親族及び継続して、日常
的に介護している方

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳

料金所で通行料金を支払うごとに、手帳に記載した証明（対象者である旨の表示）を提示することにより、有料道路
の通行料金の割引が受けられます。（５割引）

A1

●● ● ● ● ● ● ●

　となります。また、更新申請手続きは、割引有効期限の２ヶ月前から行うことができます。

【貨物自動車】→「用途」欄に「貨物」と記載されているもので後部座席が設置され乗用定員が4～10人以下のうち、
　乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られて、最大積載量が500㎏以下のもの

　割引有効期間は、新規及び変更の申請時においては、その手続を終了した日からその後２回目の誕生日まで



《⑩交通費の割引・助成》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○

○

○

○

○

【申請に必要なもの】
○身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
○申請書　○受給者名簿の通帳

【請求に必要なもの】
○助成金請求書
○証明書　　○領収書（原本）
  ※  請求月は、４月（１～３月分交通費）、７月（４～６月分交通費）、１０月（７～９月分交通費）、　　　　　　　　　　　    

１月（１０～１２月分交通費）の年４回です。

市民福祉課 ４８‐１１１６
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サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

助成額については、最も経済的な額の1/2とし、船舶を利用する場合は１箇月間に２往復を限度、航空機を利
用する場合は、１箇月間に１往復を限度、当該月内に船舶及び航空機の利用がある場合は、どちらか一方の額
を助成する。

障害者(児)等が施設からの帰省若しくは施設入退所するため、又は障害者(児)の家族等が障害者(児)の送迎
若しくは施設において面会するために、公共の交通機関を利用した場合に、その交通費の一部を助成する施設
において面会するために、公共交通機関を利用した場合に、その交通費の一部を助成する。

問合せ先

ただし、世帯内最高所得者の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に規定する所得制限
限度額を超える世帯に属する者や、施設から交通費を支給されている者を除く

助成金の振込については、 ８月（４～６月分）、１１月（７～９月分）、２月（１０～１２月分）、５月（１～３月分）に
分けて、登録された名義の口座に振り込みます。

障
害
者

（
児

）
等
交
通
費
助
成

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

療育手帳
A1 難病等

市が利用決定を行った療養介護、施設入所支援若しくは短期入所のいずれかのサービスを受けている者若し
くは受けようとする者又は長崎県が利用決定を行った障害児入所支援のサービスを受けている者若しくは受け
ようとする者



《⑪自　動　車》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

１．対象となる改造部位　　
　　操行装置及び駆動装置の一部改造
２．助成額　　　　
　　上限１０万円。
　ただし、１０万円以下の改造の場合は実際に要した額

○次の要件の全てに該当する方　
　　①満１８歳以上で、身体障害者手帳１、２級（上肢・下肢または体幹機能障害）の方
　　②現に運転免許証を取得されている方　
　　③所得制限にかからない方（福祉医療の受給資格のある方）
　　④就労等、改造根拠が社会参加のためであること

※改造前に申請が必要です。
※自動車は本人名義に限ります。

○自動車改造費助成金交付申請書 ○印鑑
○改造の見積書 ○身体障害者手帳

【改造完了後提出書類】
○完了届 ○印鑑 ○完了後の写真
○請求書 ○本人名義の通帳

市民福祉課 ４８‐１１１６

○助成額　１人当り１０万円限度

○就労・就学が見込まれる等社会参加が可能であって、次の要件の全てに該当する方　
①身体障害者手帳１～４級の交付を受けている６０歳未満方
②施設等に入所していない方
③所得制限にかからない方（福祉医療の受給資格のある方）

※免許取得前に申請が必要です。

○申請書 ○身体障害者手帳 ○県公安委員会発行の運転適性相談結果票（内部障がいのみの場合は除く）
○印鑑 ○事業計画書 ○身体障害者手帳 ○収支見積書 ○学生の場合は在学証明書

【免許取得後提出書類】
○実績報告書 ○事業実績書 ○収支実績書 ○運転免許証 ○ 本人名義の通帳
○請求書 ○領収書

市民福祉課 ４８‐１１１６
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条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

身体障がい者が就労または就学が見込まれる等社会活動上の必要性から自動車運転免許を取得する場合に、
その費用の一部を助成します。

療育手帳
A1

● ●

自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
助
成

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

自
動
車
改
造
費
の
助
成

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

難病等

● ●

重度の身体障がい者が就労等に伴い、自ら所有する自動車を改造する際に、障がいに応じた改造に要する費用
を助成します。



《⑪自　動　車》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　

１． 所轄の警察署で駐車禁止除外の標章の交付を受けること
２． 駐車時には許可証を運転席の前面に置くこと
  ※  法定区域（交差点・トンネル・坂の頂上付近等）には駐車できません。

駐車禁止除外措置の対象となる障がいの種別・程度は下記のとおりです。

◎駐車禁止除外措置対象

1級から3級及び4級の1
2級及び3級
3級
1級、2級の1及び2級の2
1級から5級
1級から3級
1級及び2級（－上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）
1級から3級（－下肢のみに運動機能障害がある場合を除く）
1級及び3級
1級及び3級
1級及び3級
1級及び3級
1級及び3級
1級から3級
1級から3級

住所地の所轄警察署で駐車禁止除外の標章の交付申請を行ってください。
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
○印鑑

所轄警察署の交通課 ４７－０１１０
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必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

● ● ●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

障　害　の　種　別 障　害　の　等　級
視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機構

下肢機能

心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
膀胱または直腸の機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

駐
車
禁
止
の
除
外
措
置

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

● ● ● ● ●



《⑪自　動　車》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　身体に障がいのある方、高齢者、妊産婦などの方も利用できます。

長崎県パーキング・パーミット利用証交付基準

◎身体障害者

脳原性の運動機能障害

○　知的障害者　　障害の程度が重度の方（療育手帳の障害の程度欄「A1・A2」）
○　難　 病 　者　　特定疾患医療受給者
○　け　 が　 人　　車いす、杖等使用期間
○　妊   産   婦　　妊娠７カ月～産後３ヶ月
○　高　 齢　 者　　要介護度1以上

○身体障害者手帳、療育手帳
○母子健康手帳、介護保険被保険者証
○診断書、特定疾患医療受給者証

  ※  支所でも手続きができます。

市民福祉課　　48-1116
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療育手帳
A1

●

身体障害者用駐車場のうち、管理者の協力を得た駐車場を、県内共通の利用証（パーキング・パーミッ
ト）を掲示することで利用できる制度です。

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、
肝臓の障害

心臓機能障害 1級、3級、4級
腎臓機能障害 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級
膀胱または直腸機能障害 1級、3級、4級
小腸機能障害 1級、3級、4級
肝臓機能障害 1級から3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

平衡機能障害 3級、5級
音声言語機能障害 該当なし
肢体不自由 上肢 1級から2級

下肢 1級から6級
体幹 1級から5級
上肢機能 1級から2級
移動機能 1級から6級

難病等

● ● ● ● ● ● ●

長
崎
県
パ
ー

キ
ン
グ
・
パ
ー
ミ

ッ
ト
制
度

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

身体障害者区分 身体障害者区分
視覚障害者 1級から4級

聴覚または平衡機能障害 聴覚障害 該当なし



《⑫税の減免等》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

6級

次に該当する軽自動車等については、軽自動車税が減免される場合があります。
１．身体障がい者等またはその家族（生計を一にするもの）が所有し、当該身体障がい者等が運転する車両　
   
２．身体障がい者等またはその家族（生計を一にするもの）が所有し、専らその身体障がい者等の通院、通学、通所　
   または生業のためにその家族が運転する車両

３．身体障がい者等のみで構成される世帯の方が所有し、専らその身体障がい者等の通院、通学、通所または生業
　のために当該身体障がい者等を常時介護する方が運転する車両

４．身体障がい者等のために構造変更された車両

　※　詳しいことは税務課にお尋ねください。

○減免対象車は普通自動車を含め一台です。
○事業用のものは除きます。
○減免の申請期間は、５月３１日までです。
○変更等がない限り、翌年以降減免申請書の提出は必要ありません。

◎減免の対象となる障害の種別・程度

※戦傷病者手帳をお持ちの方についても、減免となる場合がありますので詳しくはお尋ねください。

○車検証　
○減免申請書
○身体障害者手帳、療育手帳または
　 精神障害者保健福祉手帳（自立支援医療受給者証が交付されている方）
○運転免許証
○印鑑
○通院・通学・通所等証明書（家族運転・常時介護者運転の場合）

市税務課 ４８‐１１１８
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　　〃　　　　　 （移動） １～６級 1～3級
内　　　部 １～３級 左と同じ

知的障がい 重度の知的障がい者（A1・A2) 左と同じ

精神障がい １級（自立支援医療受給者証が交付されている方） 左と同じ

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

障害種別 運転者本人が運転の場合 同一生計者が運転の場合
視　　　覚 １～３級、４級の１ 左と同じ
聴　　 覚 ２級・３級 左と同じ

平 衡 障 害 ３級 左と同じ
音　　　声 ３級（喉頭摘出による音声機能障がいの方） ー
上　　　肢 １級・２級 左と同じ

下　　　肢
１～６級、７級で他の障がいを複合する場合は、
手帳に掲げる等級が１級・２級

１～３級、４～７級で他の障がいを複合す
る場合は、手帳に掲げる等級が１級・２級

体　　　幹 １～３級・５級 1～3級
脳原性障がい（上肢） １級・２級 左と同じ

軽
自
動
車
税
の
減
免

区
分

精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

● ● ● ● ● ● ●

身障手帳

●



《⑫税の減免等》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

次に該当するものについては、自動車税、自動車取得税が減免される場合があります。

　　

４．身体障がい者等のために構造変更された自動車

※詳しくは、壱岐振興局税務課にお尋ねください。　

○減免対象車は軽自動車を含め一台です。
○減免対象車の運転者は、別の減免対象車（軽自動車を含む）の運転者にはなれません。
○事業用のものを除きます。（「サービスの内容」１～３の場合）
○減免申請の期限については壱岐振興局税務課にお尋ねください。

◎減免の対象となる障害の種別・程度

※戦傷病者手帳をお持ちの方についても、減免となる場合がありますので詳しくはお尋ねください。

○減免申請書
○通院証明書等（家族運転の場合）
○住民票謄本等（家族運転の場合）
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（自立支援医療受給者証が交付されている方）
○運転免許証
○印鑑
○車検証（新車購入の場合は必要ありません）

　※　上記以外の書類が必要な場合がありますので、詳しくは壱岐振興局税務課にお尋ねください。
壱岐振興局税務課 ４７－１１１１
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   また、県のホームページhttps://www.pref.nagasaki.jp/section/zeimu/でも内容の閲覧及び申請書の入手が
　できます。

内　　　部 １～３級 左と同じ
知的障がい 重度の知的障がい者（A1・A2) 左と同じ

精神障がい １級（自立支援医療受給者証が交付されている方） 左と同じ

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

３級（喉頭摘出による音声機能障がいの方） ー
上　　　肢 １級・２級 左と同じ

下　　　肢
１～６級、７級で他の障がいを複合する場合は、
手帳に掲げる等級が１級・２級

１～３級、４～７級で他の障がいを複合す
る場合は、手帳に掲げる等級が１級・２級

体　　　幹 １～３級・５級 1～3級
１級・２級 左と同じ

　　〃　 （移動） １～６級 1～3級

難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

　通所または　生業のために運転する自動車

３．身体障がい者等のみの世帯の方が所有（取得）する車両で、常時介護する方が専らその身体障がい者等の通院、
　通学、通所または生業のために運転する自動車

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

障害種別 運転者本人が運転の場合 同一生計者が運転の場合

視　　　覚 １～３級、４級の１ 左と同じ
聴　　 覚 ２級・３級 左と同じ

平 衡 障 害 ３級 左と同じ
音　　　声

脳原性障がい（上肢）

１．身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（身体障がい者等）または
　　その家族（生計を一にするもの）が所有（取得）し、当該身体障がい者等が運転する自動車　　

２．身体障がい者等またはその家族（生計を一にするもの）が所有（取得）し、専らその身体障がい者等の通院、通学、



《⑫税の減免等》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

１．特別障害者の場合　４０万円
　※　控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合、３５万円が加算されます。
２．一般障害者の場合　２７万円

○特別障害者は次の手帳所持者です。　　
　 身体障害者手帳１・２級、療育手帳A１・A２、または精神障害者保健福祉手帳１級
○一般障害者は次の手帳所持者です。
   身体障害者手帳３～６級、療育手帳B１・B２、または精神障害者保健福祉手帳２・３級

給与所得者は各事業所で、その他の方は毎年３月１５日までに税務署で確定申告をしてください。

壱岐振興局税務課 ４７－１１１１

所得税と同じ扱いで、次の額が控除されます。
１．特別障害者の場合　３０万円（同居扶養加算　２３万円）
２．一般障害者の場合　２６万円

○特別障害者は次の手帳所持者です。　　
　 身体障害者手帳１・２級、療育手帳A１・A２、または精神障害者保健福祉手帳１級
○一般障害者は次の手帳所持者です。
   身体障害者手帳３～６級、療育手帳B１・B２、または精神障害者保健福祉手帳２・３級

市税務課 ４８‐１１１８
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所得税の障害者控除申告をした方は必要ありません。その他の方は、毎年３月１５日までに申告をしてください。

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

療育手帳
A1

●

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

納税者自身が障がい者である場合、または納税者に障がい者である控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
には、その年分の各所得の合計額から、１人あたり次の額が控除されます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

難病等

● ● ● ●

住
民
税
の
障
害
者
控
除

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級 難病等

●

● ● ● ● ● ● ●

所
得
税
の
障
害
者
控
除

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級



《⑫税の減免等》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

療育手帳

　

１．特別障害者の場合：税額ー｛（８５歳）-（相続開始日の年齢）｝×１２万円※
２．一般障害者の場合：税額ー｛（８５歳）-（相続開始日の年齢）｝×　６万円※

 

○一般障害者は次の手帳所持者です。
   身体障害者手帳３～６級、療育手帳B１・B２、または精神障害者保健福祉手帳２・３級

詳しくはお尋ねください。

壱岐税務署 ４７－０３１５
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●

相
続
税
の
障
害
者
控
除

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

● ● ●

難病等

● ● ● ● ● ● ● ●

　※　平成２７年１月１日以後の相続開始の場合は、一般障害者の場合１年につき１０万円、特別障害者
は、１年につき２０万円になります。

A1

●



《⑬料金の割引》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

NHK受信料が全額免除となります。

○放送受信料免除基準該当証明願
○身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
○印鑑

市民福祉課 ４８‐１１１６

ＮHK受信料が半額免除となります。

○世帯主が視覚または聴覚の障がい者である場合
○世帯主が身体障がい者（１・２級）、知的障がい者（A１・A２）、精神障がい者（１級）
○障がい者が住民票による世帯主であり、かつその住居に受信機を設置し、NHKと放送受信契約を締結して いる者
　であること

○放送受信料免除基準該当証明願
○身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
○印鑑

市民福祉課 ４８‐１１１６
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○身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳保持者で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の方

区
分

身障手帳
2級 3級 4級 5級 6級 難病等

● ●

条
件

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

療育手帳
A1

●

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

●

●

3級

A2 B1 B2 1級 2級 3級

●

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除

（
日
本
放
送
協
会
放
送
受
信
規
約

）

区
分

サ
ー

ビ
ス
内
容

精神手帳
1級

2級
身障手帳 精神手帳

1級 2級 難病等

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級



《⑬料金の割引》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

携帯電話の基本使用料等の割引が受けられます。
申込みや割引の内容などは、各携帯電話会社へお尋ねください。

各携帯電話会社へお尋ねください。

各携帯電話会社

事前に登録をすると電話番号案内（１０４）が無料でご利用いただけるサービスです。

次のいずれかに該当する方が対象になります。
○視覚障がい者（１～６級）の方
○肢体不自由（上肢・体幹）（１～２級）の方
○乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい（１～２級）の方
○療育手帳をお持ちの方
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

　※　事前の申し込みが必要です。

　ふれあい案内担当（フリーダイヤル０１２０－１０４－１７４）へ申込み郵送にて手続をします。

ＮＴＴ西日本ふれあい案内担当（0120-104-174）
9：00～17：00（土・日・祝日・年末・年始を除く）
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A1

●

難病等

● ● ● ● ●

● ● ● ●

電
話
番
号
の
無
料
案
内

（
ふ
れ
あ
い
案
内

）

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

療育手帳
A1

●

療育手帳

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかを所持してい
る方

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

難病等

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

携
帯
電
話
基
本
使
用
料
等
の
割
引

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級



《⑬料金の割引》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

郵便局

　重度の身体障がい者および知的障がい者に通常葉書（無地･インクジェットまたはくぼみ入りの中からいずれか）を

１．配布枚数　　１人２０枚
２．申請受付期間　　４月１日～５月末日

身体障害者手帳１・２級または療育手帳「A１・A2」

○身体障害者手帳または療育手帳　
　 申請書の提出後、郵便局からはがきが送付されます。

各郵便局
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※ 郵送による申し込みの場合は、申出者の住所または居所を受け持つ郵便事業会社支店へ送
付してください。

　　　　　　　　　　１５０ｇまで     　　　

 　２５０ｇまで　

　 ５００ｇまで　

 　１ｋｇまで  

 　３ｋｇまで  

　 ２ｋｇまで 　

3級

表面左上部（横に長いもの
は右上部）に「点字用郵便」
と明記

心身障がい者用
ゆうメール

聴覚障がい者用
ゆうパック

身体に重度の障がいのある方、または知
的障がいの程度が重い方と、一定の図書
館との間で発受される場合に限る（３kgま
で）

第４種郵便物
（点字郵便物）

点字のみを掲げたものを内容とするもの
（３kgまで）

無　　料

第４種郵便物
（特定録音物等郵便

物）

郵便事業会社の指定する施設が発受す
る、盲人用の録音物または点字用紙を内
容とするものに限る（３kgまで）

無　　料

難病等

● ● ●

１７５円

２３０円

３０５円

点字のみを掲げたものを内容とするもの

点字ゆうパック
（３kgを超えるも

の）

点字のみを掲げたものを内容とするもの
（３０kgまで）

あて地及び重量によって異なりま
すので、詳しくは、下記の問い合
わせ先へお尋ねください。

問合せ先

５０gまで１５円、５０gを超え１kgまで
５０gごとに５円増し。ただし、月３回
以上発行の新聞紙を内容とするも
のは、５０gまで８円、５０gを超え１
kgまで５０gごとに３円増し

聴覚障がい者と郵便事業会社指定施設との
間でビデオテープ等の貸し出し、または返却
のために発受される場合に限る（３kgまで）

A1

●

表面に「図書館用ゆうメー
ル」と明記

青
い
鳥
郵
便
は
が
き
の
無
料
配
布

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

問合せ先

外装の見やすい所に「聴覚
障害者用ゆうパック」と明記

点字ゆうパック
（３kgまでのもの）

外装の見やすい所に「点字
ゆうパック」と明記

点
字
郵
便
物
の
無
料
扱
い

区
分

療育手帳

療育手帳

９０円

１０７円

１５０円

表面左上部（横に長いもの
は右上部）に「点字用郵便」
と明記

難病等

区　　分 内　　容 料　　金 備　　考

心身障がい者用
低料第三種郵便

物

心身障がい者団体の発行する定期刊行物
（事前に郵便事業会社の承認を受けたも
の）で発行人から差出されるものに限る（1
ｋｇまで）

A1 B2 1級 2級
身障手帳 精神手帳

1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1

無料で配布します。



《⑭資金の貸付》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

①総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
②福祉資金　福祉費（生業費・療養介護費・住宅費・福祉用具の購入費など）
③教育支援資金（教育支援費・就学支援費）
④不動産担保型生活資金
　※　利子（①～③） 

・連帯保証人がいる場合は無利子
・連帯保証人がいない場合は年１．５％（教育支援資金は連帯保証人が不要で無利子）

次のいずれかに該当する世帯が対象になります。
○所得が一定基準に満たない世帯（生活保護基準の１．７倍程度まで）
○高齢者のいる世帯（日常生活上介護を要する６５歳以上の人が属する世帯）
○障がい者（児）のいる世帯（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人が属
   する世帯）

も借入申込可）
　※　障害者総合支援法によるサービスを利用していることが、わかるものが必要となります。

詳しくはお尋ねください。

問合せ先 壱岐市社会福祉協議会　　47-5005
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難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

療育手帳
A1

　※　申込者の年齢は２０～６５歳（連帯保証人は６０歳以下を原則として１名必要。ただし連帯保証人がいない場合



《⑮意思疎通支援・情報》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

○派遣依頼書
○身体障害者手帳

問合せ先 市民福祉課 ４８‐１１１６

市内に在住し、聴覚障害者等の福祉に理解を有する者

○申請書
○印鑑
※教材費等は、自己負担となります。

問合せ先 市民福祉課 ４８‐１１１６

76

療育手帳
A1

療育手帳
A1

聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の社会参加又は交流活動の促進
を図るため、聴覚障がい者等との日常会話に必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成する。

聴覚、音声機能又は言語機能に該当する障がいを有する者であって手話でコミュニケーションがとれる方

手話を言語とする障がい者が、官公庁等の公的機関または医療機関、事務所、ＰＴＡ等様々な場所で円滑なコミュニ
ケーションをとれるよう、手話通訳者等の派遣を行います。

難病等B1 B2 1級 2級 3級

（聴覚障害者）

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

手
話
奉
仕
員
養
成
研
修

区
分

身障手帳

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2

手
話
通
訳
者
の
派
遣

（
地
域
生
活
支
援
事
業

）

区
分

身障手帳 精神手帳
難病等

● ● ● ● ● ●

B1 B2 1級 2級 3級1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2



《⑮意思疎通支援・情報》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

視覚障がい者の方を対象に「声の広報　いき」を発行しています。

視覚障害者

貸し出しを、壱岐市総務課、壱岐市社会福祉協議会にて行っております。

問合せ先 市総務課 ４８‐１１１１

77

療育手帳

（視覚障害者）

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

3級 難病等

● ● ● ● ● ●

声
の
広
報
の
発
行

区
分

4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級A1



《⑯選　挙》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

点字投票を希望する方は、投票所で申し出ると点字により投票ができます。

視覚障がい者

問合せ先 市選挙管理委員会事務局  48-1111

選挙人名簿に登録されている方で、重度の障がいがある方については、郵便による不在者投票ができます。
あらかじめ、お住まいの選挙管理委員会事務局へ「郵便等投票証明書」の交付を申請します。

　

　

※詳しくは、選挙管理委員会事務局へお尋ねください。

自署（点字を除く）できる方で、下記の障がい程度に単独で該当する方
　　①両下肢・体幹・移動機能障害のいずれかの障がいで１級または２級　
　　②心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸のいずれかの障がいで１級または３級
　　③免疫・肝臓の障がいで１級から３級

身体障害者手帳または障がいの程度を証する書面

問合せ先 市選挙管理委員会事務局  48-1111
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療育手帳
A1

3級 4級 5級 6級 A2

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

3級

※戦傷病者手帳をお持ちの方なども利用できる場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会事務局へお尋ねくだ
さい。

療育手帳
A1 B1

2級

難病等

難病等

● ●

B1 B2 1級 2級

1級 2級

4級 5級 6級 A2 3級

●

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

区
分

身障手帳 精神手帳
1級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

点
字
投
票

区
分

身障手帳

（視覚障害者）

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

B2 1級 2級 3級
精神手帳



《⑯選　挙》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

　

※詳しくは、選挙管理委員会事務局へお尋ねください。

身体障害者手帳または障がいの程度を証する書面

問合せ先 市選挙管理委員会事務局  48-1111
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必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

  ※  戦傷病者手帳をお持ちの方なども利用できる場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会事務局へお尋ねく
ださい。

療育手帳
A11級 2級 3級

郵便等による不在者投票の条件を満たしている方で、上肢または視覚障がいで１級の方

難病等
精神手帳

その後、送られてきた「郵便等投票証明書」と代理記載人が署名した請求書を提出することにより、投票用紙と投
票用封筒が郵送されます。

4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

（
代
理
記
載

）

区
分

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

身障手帳

●



《⑰就　　労》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

（手帳を持っていない方でも利用できる場合がありますので、詳しくはお尋ねください）

※詳しくはお尋ねください。

問合せ先 対馬公共職業安定所壱岐出張所・ハローワーク　　47-0054

○ハローワークに求職登録した方で、当該職場適応訓練の受講により、訓練終了後に常用雇用に移行可能と
 　判断される方。
○身体障がい者については、一定の要件を備えた方に限ります。
○精神障がい者のうち精神障害者福祉手帳をお持ちでない方については、総合失調症、そううつ病（そう病及び
　　うつ病を含む）、てんかんにかかっている方に限ります。

職業相談時にご案内します。

問合せ先 対馬公共職業安定所壱岐出張所・ハローワーク　47-0054
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区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

職
業
適
応
訓
練

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

職
業
相
談
・
職
業
紹
介
・
職
業
定
着
指
導

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1

県知事が事業主に委託し、障がい者の能力に適した作業について６カ月以内（中小企業及び重度障がい者は１年
以内）の実地訓練を行い、それによって職場環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用
してもらう制度です。訓練期間中は訓練手当及び通所手当が支給されます。

療育手帳
A1

求職申込みをされた障がい者の方に対し、専門の職員による障がいの状況･技能・知識・適性・希望等の綿密な相
談、求人の検索、マッチング等を行い、企業への就職のお世話を行います。

また、長崎障害者職業センターと連携した職業評価、就労前準備訓練の実施等により就職前のフォローアップ、及
び就職後においても職場への定着を進めるためのアフターケアーを行っています。

身体障がい者（身体障害者手帳１級から６級の障がいを有する方及び７級の障がいを２つ以上重複して有する方）、
知的障がい者（療育手帳所持者）、精神障がい者であり障がいが安定し就労可能な状態の方、及び身体障がい者・
知的障がい者及び精神障がい者以外の障がい者

身体障害者手帳または指定医の診断書もしくは意見書、療育手帳または判定を受けた機関の判定書、精神障害者
保健福祉手帳または主治医の意見書、特定疾患医療受給証もしくは特定疾患登録書証あるいは医師の診断書の
いずれか。

療育手帳



《⑰就　　労》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

職業相談時にご案内します。

問合せ先 対馬公共職業安定所壱岐出張所・ハローワーク　　47-0054

助成金にかかる各種申請書及び添付書類、関係帳簿等

問合せ先 対馬公共職業安定所壱岐出張所・ハローワーク　　47-0054

81

ハローワークに求職登録した方で、訓練の受講により職業に必要な技能を習得し、就職を容易にして、職業的自立
が図れる方

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

A1

一般の公共職業訓練及び民間委託先等での職業訓練への障がい者の受け入れ及び障がい者専用訓練（特定の障
がいに限定される場合があります。）並びに県外の障害者能力開発校での職業訓練があります。訓練期間中は、訓
練手当及び通所手当等が支給される場合があります。

職
業
訓
練

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

療育手帳
難病等

事
業
主
へ
の
助
成

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

療育手帳
難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

A1

ハローワークの紹介により就職した方については、特定求職者雇用開発助成金、障害者トライアル雇用奨励金等の
事業主への助成があります。

ハローワークに求職登録をされた障がい者の方をハローワークの紹介により雇い入れた事業主で、一定の要件に
該当するもの



《⑱シンボルマーク》
● ・・・必ず手帳が必要なサービスです。

★サービスの内容等が変更になる場合があります。 ・・・必ずしも手帳が必要ではないサービスです。

（手帳を持っていない方でも利用できます）

肢体不自由であることを理由に、義足を付けて運転することなどの免許条件を付されている方

■身障者マーク

問合せ先 交通安全協会（所轄の警察署） ４７－０１１０

聴覚障害者マークを表示した自動車に対して、他の車は幅寄せや割り込みをすることが禁止されています。

平成２０年６月から自動車運転免許を取得できるようになった重度聴覚障がいの方

■聴覚障害者用マーク

問合せ先 交通安全協会（所轄の警察署） ４７－０１１０

82

身
体
障
が
い
者
標
識

（
車
表
示
用

）

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

療育手帳

各地域の交通安全協会等において有料で販売しています。
管轄の警察署内（交通安全協会）にお尋ねください。

難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1

肢体不自由であることを理由に義足を付けて運転するなどの免許条件を付されている方が、自動車を運転するとき
は、その自動車の前面と後面の見えやすい位置に身障者マークをつけて運転するように付けて運転するように努め
なければなりません。身障者マークを表示した自動車に対して、他の車は幅寄せや割り込みをすることが禁止されて
います。

聴
覚
障
が
い
者
標
識

（
車
表
示
用

）

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

療育手帳
難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1

平成２０年６月から自動車運転免許を取得できるようになった重度聴覚障がいの方が、自動車を運転をするときは、
その自動車の前面と後面の見えやすい位置に聴覚障害者マークをつけて運転しなければなりません。

各地域の交通安全協会等において有料で販売しています。
管轄の警察署内（交通安全協会）にお尋ねください。



《⑲相談支援》

（手帳を持っていない方でも利用できます）

①身体障害者　　　②知的障害者　　　③精神障害者　　④障害児

詳しくはお尋ねください。

問合せ先 市民福祉課　48-1116、市こども家庭課　48-1117、壱岐市社会福祉協議会　47-5005

（手帳を持っていない方でも対象になる事があります）

障がい者虐待や障がい者虐待防止に関する相談に応じます。

詳しくはお尋ねください。

市民福祉課　48-1116、壱岐障害者地域活動支援センターひまわり　47-0116

83

相
談
支
援
事
業

（
地
域
生
活
支
援
事
業

）

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

療育手帳
難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1

障がい者（児）や療育等を必要と認められた児童及びその家族に対し、障がい福祉サービスの利用援
助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、介護相談及び情報の提供等を総合的に行う事
により、地域における生活を支援します。

障
　
が
　
い
　
者
　
虐
　
待
　
相
　
談

区
分

身障手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A2 B1 B2 1級 2級 3級

問合せ先

療育手帳
難病等

サ
ー

ビ
ス
内
容

条
件

必
要
な
も
の

申
請
手
続
き
に

A1



5　その他

84



（１）主な関係機関

〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1111
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1116
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1117
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1136
〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1118

〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 （0920）48-1111

〒811-5521 壱岐市勝本町西戸触182番地5 （0920）42-1111
〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 （0920）45-1111
〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 （0920）45-1111
〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 （0920）45-1197
〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触2510番地 （0920）47-0116
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触93番地 （0920）48-0848

〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触551番地1 （0920）47-0110
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地4 （0920）47-0054
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地4 （0920）47-0315
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570番地 （0920）47-1111
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5 （0920）47-0260

長崎県　障害福祉課 〒850-8570 長崎市江戸町2-13 （095）895-2455
〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触1626番地 （0920）47-1131
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触589番地 （0920）47-0159
〒811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触88番地 （0920）48-0811
〒852-8114 長崎市橋口町10-22 (095) 844-5132
〒857-0034 佐世保市万徳町10-3 (0956) 24-5080
〒852-8114 長崎市橋口町10-22 (095) 846-9021
〒852-8114 長崎市橋口町10-22 (095) 847-2681

〒811-5142 壱岐市郷ノ浦町坪触3099番地 （0920）47-5005
〒811-5142 壱岐市郷ノ浦町坪触3099番地 （0920）47-0132
〒811-5532 壱岐市勝本町大久保触1736番地2 （0920）48-3222
〒811-5463 壱岐市芦辺町箱崎中山触2548番地 （0920）45-2378
〒811-5215 壱岐市石田町石田西触1486番地1 （0920）44-6150
〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦281番地6 （0920）47-0003
〒811-5203 壱岐市石田町筒城東触1724番地 （0570）064-380
〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触575番地2 （0920）47-1255
〒811-5553 壱岐市勝本町立石東触94番地1 （0920）43-0880
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市関係 所　　在　　地 電　話　番　号
壱岐市福祉事務所

市民福祉課

こども家庭課

保護課

壱岐市　税務課
壱岐市　総務課
(壱岐市選挙管理委員会)
壱岐市　建設課

壱岐市　健康保健課

壱岐市教育委員会

壱岐市地域包括支援センター

壱岐障害者地域活動支援センター

壱岐こどもセンター

国・県関係 所　　在　　地 電　話　番　号
壱岐警察署

対馬公共職業安定所壱岐出張所

壱岐税務署

壱岐振興局　税務課

壱岐保健所

長崎県　壱岐病院

虹の原特別支援学校壱岐分校小中学部

虹の原特別支援学校壱岐分校高等部

長崎こども・女性・障害者支援センター

佐世保こども・女性・障害者支援センター

視覚障害者情報センター

聴覚障害者情報センター

その他 所　　在　　地 電　話　番　号
壱岐市社会福祉協議会 本部

郷ノ浦事業所

勝本事業所
芦辺事業所
石田事業所

九州郵船　壱岐支店

ORC　壱岐空港

壱岐交通

玄海交通（タクシー）



壱岐市における施設等の状況

壱岐市における施設等の状況は以下のようになっています。

■ 障がい福祉サービス提供事業所・施設一覧　 ■

身 知 精 児

2 ○ ○ ○
3 ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○

5 ○

6 放課後等ディサービス ○

7 ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○
9 ○ ○ ○

10 ○ ○ ○
11 ○ ○ ○

12 ○ ○ ○

13 ○ ○ ○

14 ○ ○ ○

15 ○ ○

16 ○ ○
17 ○ ○
18 ○ ○
19 ○ ○ ○
20 ○ ○ ○
21 ○ ○ ○
22 ○ ○

（地域生活支援事業所）
23 ○
24 ○ ○ ○
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法人名 名称 サービス名等 住所
障害種別

電話番号

1 壱岐市（市民福祉課）
壱岐障害者地域活動
支援センターひまわり

相談支援
郷ノ浦町片原触2510番地 ○ ○ ○ ○ 47-0116地域移行支援

地域定着支援

壱岐市（市民福祉課）
壱岐地域生活ホーム
ひまわりの家

共同生活援助（ＧＨ）郷ノ浦町片原触2510番地
47-0950

短期入所 郷ノ浦町片原触2510番地

壱岐市（こども家庭課） 壱岐こどもセンター
相談支援

郷ノ浦町本村触93番地 48-0848児童発達支援
放課後等ディサービス

壱岐市社会福祉協議会

壱岐市社協ジュニア
ディサービス 郷ノ浦町坪触3099番地

47-0132

壱岐市社協障害者相談
支援センター

相談支援 47-5005

各事業所
（郷ノ浦・勝本・
芦辺・石田）

居宅介護
重度訪問介護
同行援護

郷ノ浦町坪触3099番地 47-0132

勝本町大久保触1736番地 48-3200

芦辺町箱崎中山触2548番地 45-2378

石田町石田西触1486番地1 44-6150

合資会社ひまわり
訪問介護事業所
ひまわり

居宅介護
重度訪問介護

芦辺町箱崎大左右触550番地1 45-0017

ＮＰＯ法人広域協会
重度訪問介護事業所
ひといき

居宅介護
重度訪問介護

郷ノ浦町本村38番地 40-0151

社会福祉法人結の会

結 就労Ｂ型 郷ノ浦町坪触３０９９番地 48-1771
多機能型事業所天寿庵
（レストハウｙｕｉ） 就労Ａ型

郷ノ浦町坪触3151番地4 48-1355
多機能型事業所天寿庵
（はーとふるらいふ飛翔）

自立訓練（生活訓練）

宿泊型自立訓練
短期入所

社会福祉法人米寿会

壱岐國の里 就労Ｂ型 郷ノ浦町郷ノ浦５９８番地 48-0080

ケアホーム壱岐
共同生活援助（ＧＨ）

郷ノ浦町東触４２４番地4 47-2929
短期入所

NPO法人のぎく のぎくの丘 就労B型 勝本町西戸触２３２番地 48-3535

壱岐市社会福祉協議会
郷ノ浦事業所

日中一時支援
郷ノ浦町坪触３０９９番地 47-0132

芦辺事業所 芦辺町箱崎中山触２５４８番地 45-2378



（2）障がい者・難病患者関係団体等

　会　長　　　 品川
しながわ

　　洋
ひろき

毅

　会　長　　 松本
まつもと

　　泰光
やすみつ

　会　長　　　 町田
まちだ

　　典子
のりこ

（3）障害者相談員名簿
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団　　体　　名 代　表　者　名 電　話　番　号

壱 岐 市 身 体 障 害 者 福 祉 協 会 0920-43-0014

壱 岐 市 手 を つ な ぐ 育 成 会 0920-42-0858

壱 岐 パ ー キ ン ソ ン 友 の 会 080-4286-6628

(任期　Ｈ26.4.1～Ｈ28.3.31まで）
区分 氏名 電話番号 担当地区

身体障害者
相談員

目良
め ら

　初男
は つ お

0920-47-1439 郷ノ浦町

坂井
さかい

　孝
たか

成
しげ

0920-47-1693 郷ノ浦町

品川
しながわ

　洋毅
ひろき

0920-43-0014 勝本町

野元
の も と

　春
はる

文
ふみ

0920-42-2280 勝本町

宮木
みやき

　明則
あきのり

0920-45-0988 芦辺町

篠崎
しのざき

　絹代
きぬよ

0920-45-2202 芦辺町

竹松
たけまつ

　繁光
しげみつ

0920-44-6217 石田町

知的障害者
相談員

松山
まつやま

　政幸
まさゆき

0920-47-0244 郷ノ浦町

中田
なかた

　恭一
きょういち

0920-42-1732 勝本町

篠崎
しのざき

あけみ 0920-45-1498 芦辺町

吉永
よしなが

　一徳
かずのり

0920-44-6221 石田町



（5）身体障がい者等級表

1 同一の等級について重複する障害がある場合は、１級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定させられているものは、該当等級とする。

2 肢体不自由においては、７級に該当する障害が２つ以上重複する場合は、６級とする。

3 異なる等級について２以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。

4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一骨間関節以上で欠くものをいう。
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小 腸 機
能 障 害

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫機能障

害

肝 臓 機
能 障 害

心臓、じん臓若しくは呼吸器または膀胱若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不
全ウイルスによる免めき若しくは肝臓の機能の障害

心 臓 機
能 障 害

級
別

視覚障害

視覚または平衡機能の障害
音声機能
言語機能
または
そしゃく

機能の障害

聴覚障害
平衡機
能障害 じん臓機

能 障 害

呼 吸 器
機 能 障

害

膀胱または直
腸の機能障害

1
級

両眼の視力（万国式試
視力表によって測った
ものをいい、屈折異常
のある者については、
きょう正視力について
測ったものをいう。以
下同じ。）の和が0.01

以下のもの

　じん臓の
機能の障
害により自
己の身辺
の日常生
活活動が
極度に制
限されるも
の

　呼吸器
の機能の
障害により
自己の身
辺の日常
生活活動
が極度に
制限され
るもの

　膀胱または直
腸の機能の障害
により自己の身
辺の日常生活活
動が極度に制限
されるもの

　小腸の
機能の障
害により自
己の身辺
の日常生
活活動が
極度に制
限されるも
の

　ヒト免疫不全ウ
イルスによる免
疫の機能の障害
により日常生活
活動がほとんど
不可能なもの

　肝臓の
機能の障
害により日
常生活活
動がほと
んど不可
能なもの

2
級

1　両眼の視力の和が
0.02以上0.04以下のも
の

両耳の聴力レベルが
それぞれ100デシベル
以上のもの（両耳全ろ
う）

ヒト免疫不全ウ
イルスによる免
疫の機能の障害
により日常生活
が極度に制限さ
れるもの

　肝臓の
機能の障
害により日
常生活が
極度に制
限されるも
の

2　両眼の視野がそれ
ぞれ10度以内でかつ
両眼による視野につい
て視能率による損失
率が95パーセント以上
のもの

心 臓 の
機 能 の 障
害により自
己 の 身 辺
の 日 常 生
活 活 動 が
極 度 に 制
限されるも
の

3
級

1　両眼の視力の和が
0.05以上0.08以下のも
の

両耳の聴力レベルが
それぞれ90デシベル
以上のもの（耳介に接
しなければ大声語を理
解し得ないもの）

　平衡機
能の極め
て著しい
障害

　音声機能、言
語機能またはそ
しゃく機能の喪
失

じん臓の
機 能 の 障
害により家
庭 内 で の
日 常 生 活
活 動 が 著
しく制限さ
れるもの

　呼吸器
の機能の
障害により
家庭内で
の日常生
活活動が
著しく制限
されるもの

膀胱または直
腸の機能の障害
により家庭内で
の日常生活活動
が制限されるも
の

小 腸 の
機 能 の 障
害により家
庭 内 で の
日 常 生 活
活 動 が 著
しく制限さ
れるもの

ヒト免疫不全ウ
イルスによる免
疫の機能の障害
により日常生活
が 著 し く制 限 さ
れるもの（社会で
の日常生活活動
が 著 し く制 限 さ
れるものを除く）

肝 臓 の
機 能 の 障
害により日
常 生 活 が
著しく制限
されるもの
（社会での
日 常 生 活
活 動 が 著
しく制限さ
れるものを
除く）

2　両眼の視野がそれ
ぞれ10度以内でかつ
両眼による視野につい
て視野率による損失
率が90パーセント以上
のもの

4
級

1　両眼の視力の和が
0.09以上0.12以下のも
の

1　両耳の聴力レベル
がそれぞれ80デシベ
ル以上のもの（耳介に
接しなければ話声語を
理解し得ないもの）

　音声機能、言
語機能またはそ
しゃく機能の著し
い障害

じん臓の
機 能 の 障
害により社
会 で の 日
常 生 活 活
動が著しく
制 限 さ れ
るもの

呼 吸 器
の 機 能 の
障害により
社 会 で の
日 常 生 活
活 動 が 著
しく制限さ
れるもの

膀胱または直
腸の機能の障害
により社会での
日常生活活動が
著しく制限される
もの

小 腸 の
機 能 の 障
害により社
会 で の 日
常 生 活 活
動が著しく
制 限 さ れ
るもの

ヒト免疫不全ウ
イルスによる免
疫の機能の障害
により社会での
日常生活活動が
著しく制限される
もの

肝 臓 の
機 能 の 障
害により社
会 で の 日
常 生 活 活
動が著しく
制 限 さ れ
るもの

2　両眼の視野がそ
れぞれ10度以内のも
の

2　両耳による普通話
声の最良の語音明瞭
度が50パーセント以下
のもの

心臓の機
能 の 障 害
により家庭
内 で の 日
常 生 活 活
動が著しく
制 限 さ れ
るもの

心 臓 の
機 能 の 障
害により社
会 で の 日
常 生 活 活
動が著しく
制 限 さ れ
るもの

5
級

1　両眼の視力の和が
0.13以上0.2以下のも
の

　平衡機
能の著し
い障害

2　両眼による視野の2
分の1以上が欠けてい
るもの

6
級

1眼の視力が0.02以
下、他眼の視力が0.6
以下のもので、両眼の
視力の和が0.6を越え
るもの

1　両耳の聴力レベル
が70デシベル以上の
もの（40センチメートル
以上の距離で発声さ
れた会話語を理解し得
ないもの）

2　一側耳の聴力レベ
ルが90デシベル以上、
他側の聴力レベルが
50デシベル以上のも
の

7
級

備
考



※7級の障害は、一つのみでは手帳の交付対象となりません。 ※大線の上位等級は、1種

1　両上肢の機能を全廃したもの 1　両下肢の機能を全廃したもの

2　両上肢を手関節以上で欠くもの 2　両下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの

1　両下肢の機能の著しい障害

2　両上肢のすべての指を欠くもの 2　両下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの

3　一上肢を上腕の２分の１以上で欠くもの

4　一上肢の機能を全廃したもの

1  両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 1　両下肢をショパー関節以上で欠くもの

3　一上肢の機能を著しい障害 2　一下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの

4　一上肢のすべての指を欠くもの 3　一下肢の機能を全廃したもの

5　一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

1　両上肢のおや指を欠くもの 1　両下肢のすべての指を欠くもの

2　両上肢のおや指の機能を全廃したもの 2　両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

3　一下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの

4　一下肢の機能の著しい障害

4　一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

1　両上肢のおや指の機能の著しい障害

2　一下肢の足関節の機能を全廃したもの

3　一上肢のおや指を欠くもの

4　一上肢のおや指の機能を全廃したもの

1　一上肢のおや指の機能の著しい障害 1　一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

2　ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 2　一下肢の足関節の機能の著しい障害

1　一上肢の機能の軽度の障害 1　両下肢のすべての指の機能の著しい障害

2　一下肢の機能の軽度の障害

3　一上肢の手指の機能の軽度の障害

4　一下肢のすべての指を欠くもの

5　一下肢のすべての指の機能を全廃したもの

5　一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
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肢　　体　　不　　自　　由

上肢 下肢 体　　幹
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 移動機能
体幹の機能障害
により坐っている
ことができないも
の

不随意運動・失調等に
より上肢を使用する日
常生活動作がほとん
ど不可能なもの

不随意運動・失調等に
より歩行が不可能なも
の

1　両上肢の機能の著しい障害 1 体幹の機能障
害により坐位ま
たは起立位を保
つことが困難な
もの

不随意運動・失調等
により上肢を使用する
日常生活動作が極度
に制限されるもの

不随意運動・失調等
により歩行が極度に制
限されるもの

2 体幹の機能障
害により立ち上
がることが困難
なもの

体幹の機能障
害により歩行が
困難なもの

不随意運動・失調等
により上肢を使用する
日常生活動作が著しく
制限されるもの

不随意運動・失調等
により歩行が家庭内で
の日常生活活動に制
限されるもの

2　両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃し
た　もの

不随意運動・失調等
により上肢の機能障害
により社会での日常生
活活動が著しく制限さ
れるもの

不随意運動・失調等
により社会での日常生
活活動が著しく制限さ
れるもの3　一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、

いずれか一関節の機能を全廃したもの

5　一下肢の股関節または膝関節の機能を
全廃　したもの5　一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃し

たもの
6　一下肢が健側に比して10センチメートル
以上または健側の長さの10分の1以上短
いもの6　おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指

を欠くもの

7　おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指
の機能を全廃したもの

8　おや指またはひとさし指を含めて一上肢の四指
の機能の著しい障害

2　一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、
いずれか一関節の機能の著しい障害

3　一下肢が健側に比して5センチメートル
以上または健側の長さの15分の1以上短
いもの

5　一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい
障害

6　おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指
の機能の著しい障害

　不随意運動・失調等
により上肢の機能の劣
るもの

　不随意運動・失調等
により移動機能の劣る
もの

3　ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃
したもの

上肢に不随意運動・
失調等を有するもの

下肢に不随意運動・
失調等を有するもの

2　一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、
いずれか一関節の機能の軽度の障害 3　一下肢の股関節、膝関節または足関節

のうち、いずれか一関節の機能の軽度の
障害

4　ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著し
い障害

6　一下肢が健側に比して3センチメートル
以上または健側の長さの20分の1以上短
いもの6　一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全

廃したもの

5　指の機能障害」とは、中手指節間関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。

7　下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

6　上肢または下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては脇窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。

体幹の機能の
著しい障害

不随意運動・失調等
により上肢の機能障害
により社会での日常生
活活動に支障がある
もの

不随意運動・失調等
により社会での日常生
活活動に支障がある
もの

1　一下肢の股関節または膝関節の機能
の著しい障害



（６）精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準

（平成１９年１月１日現在）

１ 級 1 1 調和のとれた適切な食事摂取ができない。

2 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。

3 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。

2 4 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。

5

6 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。

3 7

4 8

（上記1～8のうちいくつかに該当するもの）

5

6

7

２ 級 1 1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。

2

2
3 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。

4

3
5

4
6

5
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障 害 等 級
障　　害　　の　　状　　態

精神疾患（機能障害）の状態 能　力　障　害　の　状　態
統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状
態または高度の症状があるため、高度の人格変
化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が
あるもの。

　（精神障害
であって、日
常生活の用
を弁ずること
を不能ならし
める程度の
もの）

そううつ病〔気分（感情）障害〕によるものにあって
は、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の
病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱ
んに繰り返したりするもの。

家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的
な対人関係を作れない。

非定型精神病によるものにあっては、残遺状態ま
たは病状が前記1、2に準ずるもの。

社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することがで
きない。

てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り
返す発作または知能障害その他の精神神経症状
が高度のもの。

社会情勢や興味･娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に
参加できない。

中毒精神病によるものにあっては、認知症その他
の精神神経症状が高度のもの。

器質精神病によるものにあっては、認知症その他
の精神神経症状が高度のもの。

その他の精神疾患によるものにあっては、上記の
１～６に準ずるもの。

統合失調症によるものにあっては、残遺状態また
は病状があるため、人格変化、思考障害、その他
妄想・幻覚等の異常体験があるもの。 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は援助なし

にはできない。

中毒精神病によるものにあっては、認知症その他
の精神神経症状があるもの。

（精神障害で
あって、日常
生活が著し
い制限を受
けるか、また
は日常生活
に著しい制
限を加える
ことを必要と
する程度の
もの）

そううつ病〔気分（感情）障害〕によるものにあって
は、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期
があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰
り返したりするもの。

通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことは援助なしに
はできない。

非定型精神病によるものにあっては、残遺状態ま
たは病状が前記1、2に準ずるもの。 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関

係づくりは援助なしにはできない。

てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り
返す発作または知能障害その他の精神神経症状
があるもの。

身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なし
にはできない。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、①精神疾患の存在の確認、②精神疾患（機能障害）の状態の確認、③
能力障害の状態の確認、④精神障害の程度の総合判定という順を追って行われる。精神障害の判定基準は、「精神疾患
（機能障害）の状態」及び「能力障害の状態」により構成しており、その適用に当たっては、総合判定により等級を判定するこ
とになる。障害の状態の判定に当たっての障害等級の判定基準を下表に示します。



２ 級 6 7

7 8

３ 級 1 1

2

2

3

3

4

4 5

5 6

6 7

8

7

（上記1～8のうちいくつかに該当するもの）
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障 害 等 級
障　　害　　の　　状　　態

精神疾患（機能障害）の状態 能　力　障　害　の　状　態
器質精神病によるものにあっては、認知症その他
の精神神経症状があるもの。

社会的手続や、一般の公共施設の利用は援助なしにはで
きない

その他の精神疾患によるものにあっては、上記の
１～６に準ずるもの。

社会情勢や興味･娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動
への参加は援助なしにはできない。

統合失調症によるものにあっては、残遺状態または
病状があるため、人格変化の程度は著しくはない
が、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があ
るもの。

調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができる
が、なお援助を必要とする。

洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は自発的
に行うことができるが、なお援助を必要とする。（精神障害で

あって、日常
生活もしくは
社会生活が
制限を受け
るか、または
日常生活も
しくは社会生
活に制限を
加えることを
必要とする
程度のもの）

そううつ病〔気分（感情）障害〕によるものにあって
は、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期
があり、その症状は著しくはないが、これを持続し
たり、ひんぱんに繰り返したりするもの。

金銭管理や計画的で適切な買物は概ねできるが、なお援
助を必要とする。

非定型精神病によるものにあっては、残遺状態ま
たは病状が前記1、2に準ずるもの。 規則的な通院･服薬は概ねできるが、なお援助を必要と

する。

てんかんによるものにあっては、発作または知能
障害その他の精神神経症状があるもの。

家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関
係づくりはなお十分とはいえず不安定である。

中毒精神病によるものにあっては、認知症は著し
くないが、その他の精神神経症状があるもの。

身辺の安全保持や、危機的状況での対応は概ね適切であ
るが、なお援助を必要とする。

器質精神病によるものにあっては、認知症は著し
くはないが、その他の精神神経症状があるもの。

社会的手続や一般の公共施設の利用は概ねできるが、な
お援助を必要とする。

社会情勢や興味･娯楽に関心はあり、文化的社会的活動
にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。その他の精神疾患によるものにあっては、上記の

１～６に準ずるもの。
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